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第 9回木曽川水系流域委員会速記録 

日時：平成 19年 11月 22日（木） 

9時 30分～12時 45分 

場所：メルパルク名古屋 2階 瑞雲西の間 

 

1．開会 

○事務局（浅野） 大変お待たせしました。第 9 回の木曽川水系流域委員会をこれから始

めたいと思います。 

 本日は、先生方、急遽この時期に委員会をもう 1 回行うということになりまして、大変

お忙しい中、どうもありがとうございました。日程調整をつけていただいて、本当にあり

がとうございました。 

 それでは、今日は、委員の出欠でございますが、寄藤委員と小尻委員、大野委員が御欠

席でございます。それから、三宅委員と小出委員におかれましては、おくれるということ

で聞いております。よろしくお願いします。 

 それから、会場の皆様方にお願いをいたします。 

 カメラ等の撮影につきましては、委員長の挨拶までとさせていただきます。 

 また、受付で配付しました委員会資料の資料－1に入っている「木曽川水系流域委員会の

運営について」をお読みいただき、議事の進行に御協力をお願いします。 

 それでは、委員ですが、御紹介はお手元の配席表でお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

2．挨拶 

○事務局（浅野） それでは、開会に当たりまして、河川部長の方から挨拶をお願いしま

す。 

○事務局（細見） 9回目の流域委員会に当たりまして、一言御挨拶申し上げたいと思いま

す。 

 本日、河川整備基本方針が官報に告示されまして、正式に決定されたところでございま

す。御案内のように、木曽川では同時並行的に整備計画の策定に取り組んできたわけでご

ざいまして、4回のふれあい懇談会、そして 4回の行政関係の策定説明会、そしてこの流域

委員会で、原案の前に反映できるところは事前に反映していこうということで進めてまい
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りました。 

 その間、大変多くの意見をちょうだいできました。そして、中には大変貴重な御意見も

ちょうだいできまして、私どもの自己の再チェックができていったこと、本当にありがた

いことでございまして、この場をかりて感謝申し上げたいと思います。 

 本日は、主に 3 点御議論を深めていただいて、御意見をちょうだいできればと考えてお

ります。 

 1つ目は、ふれあい懇談会では、本日御議論いただきます木曽川水系連絡導水路に論点は

絞られたように思いましたので、しっかり御議論、御意見をちょうだいしたいと思います。 

 それから、2点目ですけれども、行政関係の検討会で、この流域委員会ではあまり議論い

ただいておりませんけれども、長良川の遊水地が論点として浮上しております。それにつ

きましても議論を深めていただいて、御意見をちょうだいしたいと思います。 

 3点目でございますが、整備計画原案の案ということで、逐次、皆様方の御意見を反映さ

せていただいて、加筆、修正等を繰り返してまいりました。私どもの思考回路がよかった

かどうか。そして、その思考回路に基づいて導き出した判断が総合的に見て妥当なのもか

どうか、しっかり御意見をちょうだいしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げま

して、挨拶といたします。 

○事務局（浅野） どうもありがとうございました。 

 

3．議事 

 （1）第 8回木曽川水系流域委員会議事要旨の確認 

 （2）木曽川水系大規模事業（木曽川水系連絡導水路） 

 （3）意見聴取の取り組み 

 （4）木曽川水系河川整備計画原案（案） 

 （5）その他 

     ・今後の予定 

○事務局（浅野） ここからは辻本委員長に議事進行をお願いします。よろしくお願いし

ます。 

○辻本委員長 おはようございます。 

 前回の委員会からあまり日がたっておりませんが、前回の委員会でぜひもうちょっと議

論をしたいということを申し入れたところ、本日の委員会を早速準備いただきました。あ
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る意味では少し時間も置いてということもあるかもしれませんけれども、この段階では、

結構委員もかなり頭の中に木曽川の整備のことに関するいろんな考え方とかが占める割合

が多くなってきて、むしろ時間を置いて、そういうものがまたあせてきた中で、また招集

というのも何かと思いまして、この時期は非常に効果的に詰めて議論する時期だと判断し

まして、少し時間が狭い中での開催になります。最後の詰めだというふうなことでござい

ます。 

 最後の詰めと言いましても、本来、整備計画の原案が示されて、それから本番、原案に

対して意見を述べる、あるいは公聴会なり住民の意見を聞かれる予定になっていますし、

また、行政とのさまざまな打ち合わせもされると聞いています。その前段階ですけれども、

その前段階としてきちっと意見を述べるという今回の流域委員会の１つのことを想定して

やってきたわけでございますので、この時期はひとつの詰めということになるかと思いま

す。 

 それから、今お話しいただきましたように、前回委員会で言いましたことは、この整備

計画には大きな事業が位置づけられるということで、その審議をやはり慎重に十分にやり

たいということと、それから、そういう議論を中心に最近やってきています中で、やはり

原案についても少ししっかり目を通した意見をいただきたいということ。それに加えて、

今回の流域委員会は学識者で構成されてまして、事務局の方で住民の意見を聞く仕組みと、

行政の意見を聞く仕組みを別に持たれて、事務局の中でそれを融合して案をつくっていか

れます。 

 ただし、行政がどんな調整段階にあるのか、あるいは住民からどんな意見が出ているの

かということを、流域委員会という学識者といいますか、専門家の集まりの中でも聞かせ

ていただいて、そういう背景の中で我々も意見を述べる、あるいは我々の意見をくみ上げ

ていくということに当たって非常に重要だと思います。 

 前回でも意見聴取については詳しく説明されましたけれども、なおかつ、どこが問題点

で、それに対して事務局がどう考えているのかということを少し突っ込んで整理いただき

たいということを申し入れましたので、先ほど部長がおっしゃったような 3 つのポイント

が本日の議題になっております。 

 限られた時間ですけれども、よろしく御審議のほどお願いしたいと思います。 

 それでは、議事に入る前に、事務局の方で配付資料の確認をお願いできますか。 

○事務局（山口） おはようございます。河川計画課長の山口です。今日もよろしくお願
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いいたします。 

 では、配付資料の確認をさせていただきます。 

 まず、資料－1 といたしまして、いつものとおり議事次第、配席図、出席者名簿、「木曽

川水系流域委員会」の規約、整備計画の進め方、流域委員会の運営について、また、流域

委員会意見シートを一式つけさせていただいております。 

 そして、資料－2につきましては、先回の流域委員会の議事要旨の（案）ということでつ

けさせていただいております。 

 資料－3につきましては、横になったものを置いてますけれども、木曽川水系の大規模事

業ということで、木曽川水系連絡導水路の説明資料になっております。 

 あと、資料－4－1、4－2、4－3、4－4 ということで、ふれあい懇談会や住民の皆さん、

また行政からの意見の状況及び、長良川における遊水地等の整備についてということにな

っております。 

 あと、資料－5につきまして、本日お配りしていますように、河川整備計画原案（案）と

いうことでお配りをさせていただいてます。 

 最後に、資料といたしましては、今後の予定ということで、資料－6をつけさせていただ

いています。 

 このほかに、参考資料につきましては本当にボリュームがありますので、委員の方のみ

の配付にさせていただいております。傍聴の方は、参考資料をつづったファイルを会場の

後ろの机に 2部置いておきましたので、それをごらんいただきたいと思います。 

 また、附図、皆様からいただいた御意見に対する考え方の一覧表、また、本日部長から

ありました基本方針の本文、あと、流域委員会でいただいた御意見、また、関係自治体か

らいただいた御意見に対する考え方に関しましては、委員の方は机の上に、傍聴の方にお

かれましては後ろの机に置いてあります。 

 基本方針につきましては、整備計画のホームページの方に本日より公開させていただい

ておりますので、またごらんいただければと思います。 

 また、流域委員会の意見書をいただいているところでございます。委員の皆様へは、事

前にメール等で送らさせていただいているところでございますが、机の上にも置かせてい

ただいております。傍聴の方におかれましては、後ろの机の参考資料の中にとじてありま

す。 

 また、「徳山ダムをやめさせる会」からいただいた御意見のうち、木曽川水系連絡導水路
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の問題点について、その御意見と、御意見に対する考え方について、本日の大規模事業の

審議に関することから、お手元に置いてあります住民の皆様からいただいた意見に対する

考え方のつづりからコピーして、机の上に置かせていただいております。 

 以上です。不足等ありましたら、お知らせください。 

○辻本委員長 かなりの資料がございますし、参考資料のファイルというのは、特に大き

なものがあって、なかなかこの委員会の途中では見れないということもあるかと思います

けれども、項目によっては参考にしていただくということで準備いただいています。 

 委員会が終わってからでも、また見れる機会があるかと思いますし、委員の方々には送

付いただけるので、またお目通しいただきたいと思います。本日は、委員会の途中での参

考で見ていただけるように、机の上に準備いただいております。 

 御意見が出ている中で、参考資料がどれかということになるかと思いますけれども、そ

のときに不足がありましたら、今チェックできてなくても、また事務局の方でお手元に届

けられると思います。よろしくお願いします。 

 それでは、議事の中に入っていきたいと思います。議事次第の中に本日の議題がまとめ

られていますけれども、まず、（1）第 8 回、前回の流域委員会の議事要旨の確認というこ

とで、事務局の方から御説明をお願いします。 

○事務局（山口） では、よろしくお願いいたします。資料－2の方につづらせていただい

ております。 

 先回、11月 6日開催させていただきました内容につきまして取りまとめたものでござい

ます。 

 今後の進め方、また、意見聴取の取り組み、河川整備計画原案（案）、これは当時の段階

のものですけれども、それプラス大規模事業ということで、新丸山ダム、木曽川水系連絡

導水路に対していただいた意見を列挙させていただいております。 

 最後、その他のところでは、一応今回この 22日に追加開催させていただくことになりま

した流域委員会について述べさせていただいているところでございます。 

 各委員の方には事前にお送りさせていただきまして、内容等、一たん御確認はしていた

だいているところだとは思いますが、特段誤植なり、間違いなり等ありましたら、事務局

の方にいただきたいと思います。 

 もしこの形でよろしければ、議事要旨（案）の「（案）」をとらせていただきまして、議

事要旨ということで確定していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○辻本委員長 ありがとうございました。 

 この委員会では、例えば議事の（3）以降に書かれていますように、整備計画をつくって

いく中での考え方、あるいは本文そのものについて御意見いただいたものが、それぞれの

成果です。それが次の委員会で、新しい修正された案にどんなふうに生かされているのか

ということを繰り返してきたことになっています。 

 ということで、1回 1回そういうところについて、皆さんの意見のどの部分がどんなふう

に反映されるかということを、この委員会から指示して修正していただいているわけでは

なくて、さまざまな意見をぶつけて、それが次回の修正案で、また皆さんで確認するとい

う形になっていますので、確認という形にはなってないんですけれども、前回については、

議事の（2）については、意見というよりも、そういう形で進めてきたものですよというこ

とを私の方で取りまとめてお話しして確認いただいたことになっております。これだけが

確認というふうな話になっています。 

 ほかの御意見については、御意見が出たものの、どれを生かすべきだとか、どれを修正

案の中に盛り込むべきかということについては、委員会では特に確認し合ったものはござ

いません。今回修正された案を見て、それについて、また御意見いただければありがたい

と思います。 

 この議事要旨について、何かお気づきの点とかコメントとか、あるいは意見ありました

ら。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、大分議事がございますので、本日議論したい 1 つ目、木曽川水系で予定され

ている大規模事業、木曽川水系連絡導水路が中心になりますけれども、それについて前回

も議論させていただきましたけれども、なお議論に必要な背景とか、そういうものについ

て幾つか御質問も出ましたので、その辺も踏まえて事務局から説明を受けた後、この議題

について少し議論いただきたいと思います。 

 じゃ、事務局の方で御説明をお願いします。 

○事務局（笹森） おはようございます。河川環境課長の笹森でございます。説明させて

いただきます。 

 今日の資料につきまして、基本的に徳山ダムからの連絡導水路について、計画の概要の

おさらい、それから、計画論としての流況改善について、それと、前回の流域委員会でも

御質問のありました水需給計画のフルプランについての考え方の概要、それと、平成 6 年



 

 7

という渇水における地域の問題点、それと、それの対応の必要性。導水路があればどのよ

うな効果があるかというところ。それと、水質等の問題、異なる河川から水を持ってくる

ということで、その水質等への影響、環境への影響、そういうものについて、今回資料と

してまとめてきましたので、説明させていただきます。 

 まず、最初のページでございますが、これまでも何度も示させていただいているんです

が、徳山ダムの容量配分と、それを揖斐川への補給、それから、木曽川、長良川へ導水路

を通じて水を持ってくるよう、それを示した図でございます。 

 それから次のページは、それを平面的にどのような流量で持っていくかということで、

上流ルートで 20m3/s を長良川まで持ってきまして、そこから分割しまして、上流部では

15.3m3/s、長良川を 4.7m3/s流下させて、下流部で 4.7m3/sを木曽川に入れるという分割案

で考えているというところでございます。 

 次の導－4ページでございますが、宇宙からの写真に導水の大まかなルートを赤い線で入

れていますけれども、濃尾平野に隣接する山間部を通していくという上流ルート。それか

ら下流部で、木曽川と長良川が隣接する地点で、水をパイプラインで乗り越えるルートを

考えている資料でございます。 

 5ページ目からがこの導水路計画の考え方の説明でございますけれども、まず、木曽川に

おける水資源開発ということで、川に必要な流量を残した上で水資源開発を進めていくと

いうことで、その取水制限流量ということで、今渡 100m3/s、それから、成戸 50m3/sとい

うのを決めて、水資源開発を進めてきたという歴史があるということでございます。 

 次の 6ページ目で、この左側の図の水色の線が既得用水取水後の河川流量ということで、

この流量を河川環境の維持、それと新規利水開発に使うということでございます。成戸地

点でいきますと、河川維持流量を 50m3/sというふうに定めておりまして、同じく貯留及び

取水制限流量にもなっておりますけれども、渇水によって河川流量がそれを下回りますと、

その分について不特定補給ということで、維持流量は回復していくと。 

 新規のダム開発につきましては、基本的に河川に流量があるときは、その水を使います

けれども、その維持流量以上の水、50m3/s 以上の水を使いますが、河川流量がそれを下回

るようなときにはダムから補給して、水を安定的に取水できるようにすると。 

 要は、この新規開発水量という空白の部分ですが、こういう状況のときには、ダムから

の補給水のみを取水するということでございます。 

 右側の方に、この不特定補給に対する回復のための施設を書いてございますが、味噌川



 

 8

ダムと阿木川ダムの不特定容量で 30m3/sまで、それから、新丸山ダムで 40m3/sまで確保。

まだあと 10m3/s残っているわけでございますけれども、この分につきましては、水利用の

合理化等によって、将来的には 50m3/sまで回復していくということを考えているというと

ころでございます。 

 この味噌川ダム、阿木川ダム、新丸山ダムそれぞれ、この確保の目標値でございますが、

これは 10年に 1回程度の渇水に対して補給できる能力を持っているということで、それを

超える平成 6 年のような渇水時には、この不特定容量が枯渇して穴埋めできないというこ

とで、それを徳山ダムの渇水対策容量から連絡導水路を通じて水を補給して、40m3/s まで

確保するという計画だということでございます。 

 7ページ目が平成 6年のときの河川環境の状況ということで、左側の写真にありますよう

に、木曽川大堰の下流が、断続的でございますけれども、0m3/sまで減少し、その下流での

シジミのへい死というのが大量に発生したということでございます。 

 シジミの育成のために、漁協組合の方から 50m3/sの放流を維持するよう要請を受けたり、

それ以外にも、いろいろ環境上の被害が出ているというところでございます。 

 次のページでございますが、前回も示させていただいていますけれども、過去 100 年間

の、これ日本全体ですけれども、年平均降水量の変動の図でございます。 

 前回もちょっと説明させていただいたんですが、ばらつきがどんどん大きくなってきて

いる。特に最小値が、赤丸で示してございますように、だんだん最小値を更新していくよ

うな状況になっているということで、このような推移を見ますと、今後とも平成 6 年のよ

うな渇水が起きる。一番右側の 1994年が平成 6年でございますが、このような規模の渇水

が引き続き起こる可能性は十分考えられるというところでございます。 

 次のページ、ページがちょっと打ってないですけれども、1/10 規模の渇水と、それを超

える平成 6 年のような渇水との違いでございますけれども、左側の図にありますように、

河川の流況を一例として載せたパターンでございますけれども、1/10 規模の渇水というの

は、河川の流況が非常に少なくなっていきますけれども、それがある時点で回復する。異

常渇水というのは、それがなかなか回復しないで、その期間がどんどん延びていくという

のが異常渇水になっていくということでございます。 

 この連絡導水路の使い方でございますけれども、40m3/s を成戸地点で確保するわけでご

ざいますが、この 1/10 規模の渇水に対する不特定補給を全部使い切ってから 40m3/s 確保

しようとしますと、導水路断面が 40m3/s規模の導水路が必要になるということで、経済性
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から見て非常に不経済ということから、不特定補給、木曽川上流のダムを使い切る前に導

水路から水を持ってきて、全体として 40m3/s確保していくということにすれば、導水路規

模を 16m3/sに抑えることができて経済的であるということから、このような導水路規模を

決めていっているというところがございます。ということで、1/10 規模の渇水においても

導水路を使い始めているということになります。 

 これをもう少し、実際の図で示したのが次のページでございまして、右側が木曽川に不

特定容量を持っている 3ダム、阿木川ダムに、青色の部分でございますけれども、6,600万

m3、味噌川ダムに 120万m3、まだ今建設中の新丸山ダムに 1,500万m3ということで、合

計 3,300万m3の不特定容量を持っております。 

 このダムの容量が半分になった段階から、徳山ダムの渇水対策容量の水を緊急水として

16m3/s 導水することによって、下の図にありますように、成戸地点の流況を最低 40m3/s

まで回復するということでございます。 

 薄い水色がもとの流況でございまして、それに対して、濃い青色の部分が木曽川の上流

のダムから補給する分。それから、ピンク色の部分が導水路で補給する部分ということで、

トータルで 40m3/s確保していくというものでございます。 

 それの効果を 11ページ目に示しておりますけれども、木曽川で断続的に河川が干上がっ

ているということを解消する。それから、中流部でアユが産卵、繁殖しておりますけれど

も、それに必要な流量を確保する。それから、下流部でのヤマトシジミですけれども、塩

分濃度が非常に多いと繁殖できないということで、塩分濃度を抑えるのに必要な流量とい

うことで 50m3/s が必要だということですけれども、そのうちの 40m3/s までをまず改善し

ていく。これによって、へい死等の影響を軽減するということでございます。 

 それからあと、観光舟、日本ライン下りとか長良川の鵜飼いとかございますので、そう

いう影響への軽減とか、やはり平成 6 年でも河川の水質というのは一時的に非常に悪化し

ますので、そういう水質の改善を図るというような効果があるというふうに考えておりま

す。 

 12 ページ目が、その河川の流況、もうちょっと期間を長く見たものでございますけれど

も、平成 6 年～平成 7 年の河川の流況でございます。上が揖斐川の万石地点、下が木曽川

の成戸地点ということで、揖斐川につきましても、万石地点で 20m3/sの流量を確保すると

いうことで、揖斐川の方が、木曽川より非常に河川の流況が悪化しやすくて、平成 6 年で

すと 7月～9月、平成 7年もやはり 8月～11月にかけて、かなり流況が悪いということが
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ございまして、そういうときにもきちんと 20m3/s最低流れるようにするというふうに揖斐

川の対応はきちっと考えている。 

 ただ、木曽川につきましては、やはり平成 6 年というのが、河川の流況が極端に悪化し

た年でございますので、そのときにきちんと 40m3/sまで確保していくという図でございま

す。 

 揖斐川の方は、徳山ダム、使った分だけ当然後でためる必要があるわけでございますけ

れども、貯留水源として、万石地点で 30m3/s以上の場合にのみ徳山ダムでためれることに

なっておりますので、それによる流量の減少というのは緑色で示した部分でございますが、

流況の豊富なときにためているということで、基本的に低水、渇水時への影響はないと考

えております。 

 次に、13ページ目から水資源開発基本計画（フルプラン）の状況でございます。平成 16

年に全部変更ということで閣議決定されたものでございますけれども、木曽川水系全体と

しては、平成 12年時点での需要実績 60.1m3/sが、平成 27年には 69m3/sまで増えるとい

う需要予測をしております。それに対して供給能力としては、近年 2/20では、渇水時に対

しては 77.3m3/s、平成 6年のような渇水時では 51.4m3/sということで、これは平均的に取

水した場合の供給能力ということでございますけれども、そのような安定供給量しかない

ということで、近年の少雨化傾向を考えると、そこで初めて需要と供給がバランスすると

いうことでございます。 

 まず、供給能力の方でございますけれども、次のページにありますように、近年 2/20の

渇水に対して、水資源開発施設からの供給能力というのを再度計算して、当初の計画の開

発水量に比べてどのぐらいの能力があるかというのを示しておりますけれども、牧尾ダム

で 7割、2/20の実力値が開発水量に比べて約 7割、岩屋ダムが約 4割と、4ダム合計で約

半分ぐらいの供給能力しかないというところでございます。 

 それに対して需要の方でございますけれども、需要の算定方法、これは全国どこでも同

じ形で、基本的には需要の推計方法というのは決まっておりまして、水道用水については

家庭用水とか都市活動用水、上水道を使う工業用水、そういうようなものに分けて、特に

家庭用水につきましては、給水人口、それから、1人 1日当たりどのぐらい使うかというこ

とで、原単位とか、あと、将来人口から水道普及率の推計して、給水人口を推計していく

ということで、原単位に給水人口を掛けて、将来の使用水量を推計していくということで

ございます。 
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 一方、工業用水につきましても、実績値から工業出荷額と回収率を加味した補給水量と

の関係を出しまして、それに基づいて将来予測をしているというところでございます。 

 次のページが、12年の実績の 60m3/s、それから、平成 27年の需要想定であります 69m3/s、

これの各県の用途別の数値を示しておりますけれども、やはり需要が一番多い愛知県の水

道用水、これがこの 15年間で 3.6m3/s増える。それから、愛知県の工業用水が 1.8m3/s増

えるということで、トータル 5.4m3/s。9m3/sのうちの半分以上を愛知県の水道用水と工業

用水の増加で占めているということで、愛知県のその需要想定について、次のページに示

しております。 

 水道用水につきましては、1 人当たりの原単位を出してくるわけでございますけれども、

青色の線がフルプラン地域の愛知県内での給水人口ということで、昭和 60 年から平成 12

年、それから 27年の予測値ということで示しております。それに対して、実際の人口とい

うのは予測値よりもというよりも、過去の推移をそのままトレンドしたような形で増えて

きているというところでございます。 

 工業用水の方でございますけれども、次のページに示しております。 

 まず、工業用水の出荷額、これが赤い数字で書いてますけれども、①のところ。これが

黒丸の線でございますけれども、過去の実績 60年と平成 10年、それに将来の平成 27年と

いうことで、出荷額は非常に大きく伸びる予測になっております。 

 一方、回収率、これは赤の②でございますけれども、この破線と黒のひし形で示してい

まして、これも回収率はさらに向上はしていきますと、かなり頭打ちになってきていると

いうところでございます。 

 使用水量、これは黒の四角で示している線でございますけれども、過去の出荷額に比べ

て、昭和 60 年～平成 2 年にあたりにかけては非常に伸びていたんですけれども、その後、

特に 6年、7年とか、そういう渇水の影響とかで実績値として取水量が減っているというこ

ともありますし、これは全体で示しているんですが、各業種分類ごとに実態としてはこれ

も推計しておりまして、業種によって随分水の使い方というのも違ってまして、そういう

のを含めていくと、トータルとしてはこういう形になっているということでございます。 

 使用水量そのものは、やはり工業出荷額に対して、将来予測としては同じような伸びを

考えているわけでございますけれども、そのうち、回収率を含めた補給水量ということで

いきますと、一番下の④で示してありますように、それほど大きな伸びを見ているわけで

はないというところでございます。 
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 次に 19ページが、その水需給バランスの各ブロックごと、地区ごとにどういう状況にな

っているかというのを示しておりますけれども、このように各地区ごとで、平成 27年の需

要想定と、それから、近年 2/20 での実力値がほぼバランスする。4 本ずつ棒グラフがあり

ますけれども、一番左側の需要想定と、それから右から 2 つ目の供給能力がほぼバランス

しているというところでございます。 

 左下の三重県の北勢地域が少し多く出ておりますけれども、工業用水として、やはりこ

の地域まだまだ工場の進出等続いておりまして、そういうところに対して、将来的にも水

によって制限されないようにということで、将来的にも確保しているというところでござ

います。 

 単純に過去の需要推計だけではなくて、将来の地域ビジョン等を踏まえて、将来の必要

水量というのをそれぞれの地域で考えているところでございます。 

 次のページが、その現状と、それから将来予測値について、フルプランの供給区域全域

での値を示したものでございます。 

 そういう水需給ということを閣議決定で決めているわけでございますけれども、実際に

平成 6 年にどういう被害があったかということで、次のページに当時の新聞記事で示して

いますけれども、生活用水については最大 19時間の断水等、非常に厳しい節水強化になっ

たと。それから、工業用水等についても、生産ラインの停止というのが非常にたくさん発

生しましたし、どうしても生産するには工業用水を海外から輸入してきたりとか、そうい

うことまで行って対応してきているという状況でございます。 

 そういう中で、やはり水はどうしても使う必要があるということで、それまで止めてい

た井戸とか、また利用水量を増やしたりしたということで、右側の図にありますように、

広域的な地盤沈下が発生したというような状況が生じております。 

 この地盤沈下は、一度沈下すると、もう回復しないということで、昭和 34年の伊勢湾台

風、当時この地域で 5,000 人以上の犠牲者が出たというのが、そういう海抜ゼロメートル

地帯に非常に大きな被害が発生、さらに拡大していくおそれがあるというところでござい

ます。 

 22ページ目が平成 6年の被害で、時系列でどういうふうな被害が出てきたかということ

を示していますけれども、6月 1日ぐらいから渇水が始まってきたわけですけれども、6月

の段階から工場では一部生産ラインの停止とか、水道用水でも一部断水が始まってきてい

る。それがずっと 9 月の中旬まで続いているというような、非常に長い渇水だったという
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ことでございます。 

 それに対して、最大節水率でございますけれども、水道用水で最大 35％、工業用水、農

業用水で最大 65％の節水が行われた。既得農業用水も、それにあわせて、最後の方では最

大 60％という節水を行っているということでございます。特にダムが枯渇した後の節水率

というのは、ダムがあって初めて節水率が有効なわけでございまして、ダムに水がなけれ

ば、節水率が幾ら名目上あっても、取れる水がそもそもないということで、現実には非常

に厳しい状況があったというところでございます。 

 23 ページは渇水に対する通常の取り組みでございますけれども、計画上、水の需要量に

対して必要な供給施設であるということで、やはりある程度は、初めのうちは必要な量は

きちっと取水して使っていると。ただ、ダムの容量がやっぱり少なくなってくると、その

渇水がいつまでも続くかわからないということから、節水を始めていくということでござ

います。 

 ただ、ダムが枯渇しそうになるような深刻な状態になってきますと、行政機関による緊

急水利調整協議会というのを開催しまして、さらなる節水の強化を利水者へ要請したり、

ダム群の総合運用とか、不特定容量を一部利水に転用したり、また、河口堰の水を緊急的

に使ったり、発電の占用容量からの補給を要請したりというような、さまざまなことをや

っていくというところでございます。 

 24ページには、実際に平成 17年の対応ということで、そういう渇水調整協議会を開いて、

ダムの総合運用をやったり、河口堰からの利水供給区域を一時的に追加して、上流ダムか

らの負担を軽減させたりというような対応をとってきたということでございます。 

 ただ、その 25 ページ目の図にありますように、平成 17 年というのは、この赤い線で示

したものでございます。これはダムの貯水量でございますけれども、5月半ばごろから、牧

尾ダムとか、右側が岩屋ダムでございますけれども、貯水量がどんどん減ってくる。半分

ぐらいになってから節水は入っていくわけですけれども、最後ずっと少なくなってきて、6

月の中旬ぐらいからダムの貯水量の減っていく傾きがぐっと下がり、緩和されますけれど

も、これはほかのまだ余裕のある阿木川ダムとかから水を一部転用したり、発電に応援を

求めたりという、いろいろな対策をして枯渇するのを何とか防いだと。ただ、7月に入って

すぐ雨が降りましたので、何とかそこで済んだということでございます。 

 茶色の線が平成 6 年の渇水でございますが、平成 6 年の場合は、そういう対応をしたけ

れども、その後雨が降らなくて、ずっと 9 月中旬までダムが枯渇するような状況が 3 カ月
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ぐらい続いてしまったということで、これが異常渇水と言われるゆえんでございまして、

そういう対応だけでは乗り切れないという状況だったということでございます。 

 次のページが、その異常渇水対応というものまでやる必要があるのかということでござ

いますけれども、平成 3 年の河川審議会の中でも、やっぱり治水、利水計画を上回る異常

現象というのは必ず発生するということで、そういう危機管理というのを対応していく必

要があるということが要請されているところでございます。 

 次の 27 ページ目が、木曽川水系における異常渇水対応の考え方でございますけれども、

この濃尾平野は、人口、産業が非常に集積していると。社会経済活動も非常に活発に行わ

れているわけでございますが、その取水のほとんどが木曽川に依存している。これまで貯

留とか取水制限流量を定めて、河川に負担をかけずに新規の水資源開発を進めてきたわけ

ですけれども、右側の 2 つ目の四角でございますが、平成 6 年の渇水では、木曽川本川で

も瀬切れが発生して、河川環境に深刻な値が出てきていた。 

 今回、徳山ダムで渇水対策容量を確保して、連絡導水路を整備して、異常渇水時に木曽

川に緊急水を導水して、河川の維持流量の一部を回復するということが、今回導水路とし

ての計画論としてのものでございます。 

 一方、右側の四角にありますように、木曽川上流ダム群が、平成 6年のような渇水には、

長期にわたって枯渇し、社会経済活動が停滞する。厳しい取水制限に伴う水源の確保とい

うことで、地下水揚水量が一時的に増加して広域地盤沈下が進行する。この地盤沈下によ

って、河川が洪水で氾濫したときに浸水深が増えますので、被害が増大しているというよ

うな状況になるということでございます。 

 こういう状況からどう考えているかということで、一番下の四角になりますけれども、

異常渇水時に河川の維持流量の一部を回復することが、この導水路で可能となってくる。

社会的混乱が発生しそうなときには、この回復された河川維持流量の一部を用いて渇水調

整機能が強化できますので、それによって河川環境の保全を図る。全量利水に回すという

わけではなくて、河川環境の保全を図りつつ、中京圏という広域の社会経済活動が渇水に

よって麻痺することを回避して、さらに、地盤沈下の防止という国土保全上重要な効果も

期待できるということでございます。そういうふうに考えているということでございます。 

 それを実際にどういうふうな状況になるかということで示したのが 28ページ目でござい

ますけれども、平成 6 年の状況で、既得用水と新規取水に分けておりますが、平成 6 年以

降にできたダム等も含めて計算しておりますが、実際には平成 6 年には 7 月段階でもうダ
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ムが枯渇しているわけでございますけれども、8月、新たな施設等ができて、若干ダムも供

給能力も増えていますが、それでも 8 月の頭には利水容量が枯渇してしまう。そうなりま

すと、今の水利用の約束の中では、新規取水というのが全く取れなくなってしまう。それ

を既得の取水の権利だけで、その水を全体で使おうとすると、要は既得と新規利水と同じ

節水率で水を分け合うとしても、水道用水で 28％、工業用水とか農業用水で 55％という非

常に高い節水率を長い期間継続させないとだめだということで、やはり平成 6 年と同じよ

うな渇水被害が生じてしまう。 

 なおかつ、木曽川の自流というのは、そこの下のグラフにありますように、不特定容量

だけでは埋め切れませんので、やはり河川が干上がるという深刻な河川環境の障害が生じ

るということでございます。 

 それに対して、次の 29ページ目でございますけれども、連絡導水路があって、水系総合

運用を行えば、まず、ダムの枯渇が基本的にはぎりぎりで防ぐことができる。なおかつ、

枯渇が防げますので、新規利水についても、厳しい節水が必要ですけれども、供給するこ

とができる。今後さらに、その既得の用水も含めて、同じような節水率ということでやっ

ていけば、水道用水で 13％、工業用水、農業用水で 25％という対応可能な節水率まで下げ

ることができるということもございます。 

 さらに、河川の流況も、40m3/s 全量確保というわけにはいきませんが、社会的に非常に

混乱を防止するということから、少なくとも半分の 20m3/sまでは確保するということがで

きるということでございます。 

 その時点での水のやり取りを、ちょっとイメージ化したのが次の 30ページでございます

けれども、1/10規模の渇水であれば、計画上は河川の維持流量として 40m3/s確保して、取

水の方も、既得水利、新規利水ともに全量水が取れるということでございますけれども、

平成 6 年規模の渇水となってくると、導水路がない場合は、その既得を節水して、新規に

回す必要があると。導水路があると、計画運用でいけば 40m3/sすべて河川維持流量の回復

に使うわけでございますけれども、一番右側の部分にありますように、社会経済活動が麻

痺しそうな場合には、やはり維持流量の一部を渇水調整機能の強化ということに使って、

既得利水や新規利水の方にそれぞれ水を回すことができるということで、全体として厳し

い節水等も改善できて、地盤沈下の防止にも寄与することができると考えているというこ

とでございます。 

 そういうような運用を具体的にどうしていくかということで、水系総合運用というのを
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考えているわけでございますが、次の 31ページ目でございますけれども、現在ではダムと

供給先というのは 1 対 1 で決まっているわけでございますけれども、それの枠を外して、

各施設をさらに有効活用、効率的に使うことによって、全体の供給能力を上げていこうと

いうことを、こういうような運用を検討していこうということについて関係機関の了解は

とれておりまして、今後具体的な内容について検討を進めていくことにしているところで

ございます。 

 そういう水系総合運用を行うことによって、渇水被害の軽減ということで、32 ページ目

に示してありますように、結局、異常渇水対応を考えた対応を図るということで、それよ

り規模の小さい 1/10規模の渇水では、ダムの枯渇もないし、節水というのも基本的に必要

なくなる。異常渇水についても、枯渇は防げて厳しい節水というのも大幅に改善されると

いうふうに考えております。 

 これはまだ水系総合運用として 1 つの仮定を設けてやった結果でございますので、これ

は今後、関係機関等と調整しながら具体的な方法は検討していくことにしているというこ

とでございます。 

 次に、ルートの検討ということで、上流案、下流案、ほかのいろんなルートから、上流

案、下流案の 2 つに絞って、さらに上流案を基本とするということに検討を進めてきて、

さらに上流分割案ということで、その一部を長良川を通じて木曽川に入れるということを

いろいろ検討してきたところでございます。 

 ちょっと時間もあれですので飛ばしますけれども、環境調査ということで 35 ページ目、

今まで上流施設を中心に環境調査を進めてきております。基本的には取水地点、それから、

放流地点の周辺の大気環境とか、動植物・生態系、水質、あと、トンネル沿線での地下水

とか、地下水が変化することによって、池とか沢水とか、そういうものが変化する可能性

がありますので、そういうところでの動植物・生態系等の調査を、現在、各識者の意見も

聞きながら進めているところでございます。 

 水質の状況でございますけれども、36 ページ目にございますが、これにつきましても、

取水地点、それから放流先の水門とか、濁り、SS ですね、有機汚濁指標であります BOD

とか、富栄養化の栄養塩でございます窒素、リン、そういうものの調査をしております。 

 ここで、BOD ということでとりあえず示しておりますけれども、三川とも、これ平成 6

年の渇水年での年間平均値でございますが、環境基準、揖斐川が AAで一番厳しい基準にな

ってまして、長良川と木曽川は A類型ということで、1つ弱い基準になっています。 
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 いずれにしろ、各地点とも環境基準を大幅に下回る、基本的にはいい水質の状況を保っ

ているということで、本質的には影響ないと考えてはおりますが、一時的な水の汚れとか、

川に生息する魚等、違いがどのぐらいあるのかとか、その辺を引き続き調査を進めている

ところでございます。 

 この上に黒のひし形でちょっと 3 点書いてありますけれども、特に最後の部分、新規利

水の導水、これにつきましては、基本的には 365 日導水するわけでございますけれども、

導水先の河川環境との関係で、例えば、導水先の河川環境の悪化してしまうような状況の

ときまで無理に導水するというわけではなくて、その辺は総合運用も行うことになってお

りますので、基本的に上流のダム群との運用も含めて、そういうときには一時的に導水を

とめるということも十分可能でありますので、そういう運用ができるようなことを考えて

いきたいというふうに思っております。 

 これにつきましては、まだちょっと整備計画の本文には反映してないんですが、書き加

えていきたいというふうに思っております。 

 説明は以上で終わらせていただきます。 

○辻本委員長  

 11時近くまで、大規模事業について議論していただきたいと思います。 

 中身は全部確かにお話しいただいたんだけれども、ポイントは、それぞれ議論のポイン

トとうまくかみ合うかどうか。それぞれ申しわけないんですけれども、委員の方々は、今

の情報と、それから、ここで議論すべき内容と組み合わせながら議論をお願いしたいと思

います。どこからでも結構ですので。 

○宮池委員 1 つお願いします。8 ページの降水量の関係でちょっと質問したいんですが。

今のお話で、1/10 規模の渇水というものと、それから異常渇水というものの区別が説明さ

れておりましたけれども、この 8 ページのこの降水量、今トレンドとして減ってきている

という絵はわかりますし、それから、先ほど御説明にあったように、降水量の最小値が非

常に大きくなってきているというトレンドもあるということもわかります。 

 それと、今の異常渇水は将来必ず生じるというのを後ろに書いてございましたけれども、

それは最近の地球温暖化ですか、そういった議論の中で感覚的にはわかるんですけれども、

そういうものは生じてくる、増えてくるということとのつながりが、このデータからちょ

っと読み取れないんですけれども、その辺はどのように説明されるのか、ちょっと教えて

いただきたいと思います。 
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○辻本委員長 説明をお願いします。 

○事務局（笹森） 将来の気象について、地球温暖化の影響とか、いろんなシミュレーシ

ョンとかもされているんですけれども、基本的には、年総量としては温暖化で増える傾向

にもあるんですが、逆に、多い年と少ない年の開きがさらに増えていくというようなこと

も出ております。 

 そういうことから、現実に最小値というのがどんどん小さくなっていくという傾向が読

み取れておりますので、そういうことも含めて、やはりそこはそういうふうに考えている

ということで、科学的な根拠でなかなかそれを説明することは難しいんですけれども、こ

ういう過去の状況と、それから、地球温暖化によるシミュレーションの拡大化が続くとい

うことも踏まえて、やはりそういう対応は必要だというふうに考えているところでござい

ます。 

○辻本委員長 よろしいですか。 

○宮池委員 何かちょっとあれなんですけれども。気象庁とか、そういうようなところで

そういったデータというのはないんですかね。要するに、渇水の期間が長期化するといっ

た意味合いのね。 

○藤田委員 今の宮池委員の意見はそのとおりで、平成 17年はあそこの下のところですけ

れども、あの規模のものだったら結構起きているわけですね。ですから、やっぱり無降雨

継続日数であるとか、少雨継続日数であるとか、そういったものも一緒に加味していかな

いと深刻な渇水かわからないということで、前にも私お願いしたと思うんですけれども、

そういった評価をしておかないと、渇水の深刻さというのは出てこないんじゃないかなと

いうことなんですね。 

 ずっと続いてどんと降った、東海豪雨のときでもそういう傾向があったわけですし、後

で降ってしまうので、上にいきますから見えないですけれども、非常に厳しい状況がどん

どん続いていることも示さないといけないかなということですね。 

○辻本委員長 事務局、補足されますか。 

○事務局（笹森） 25 ページ目に、そういう意味で、平成 17 年と平成 6 年のダムの貯水

量の変化の違いを示しているんですけれども、やはり年間降雨水量がある程度あれば、無

降雨期間というのも短くて、ダムの容量が減っても深刻にならないうちに回復すると。や

っぱり年間雨量が非常に小さくなると、無降雨期間も非常に長くて、平成 6 年のように、

それが 3 カ月も 4 カ月も続くというような状況になってしまうので、そういう対策が必要
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だというふうに考えているところでございます。 

○辻本委員長 藤田委員よろしいですか。説明になってない感じが。 

○藤田委員 それはわかるんですけれども、その 17年の年間降水量を見たら、特にこっち

の例に挙げられているけれども、少ないわけではないと。少ないというか、はるかに少な

い方なんですけれども、それと類似のものもあるということなんですね。そういうことだ

と、①というのは 1998年ぐらいになりますかね。同じぐらいのものもあるわけで、その前

もありますし、そのラインのところですね。 

 そうなってきたときに、先ほどの 10年に 1回とか、そういったときの評価にもかかわっ

てくるんですけれども、もう少し本当に深刻な状態に陥るのはどういうことかというのが、

どれくらいの頻度であらわれるかというところが、もっとわかりやすく示してもらった方

がいいんじゃないかなというところです。 

○辻本委員長 1つは、今問題になったのは、異常渇水の意味合いと頻度みたいなものです

ね。資料の 8 ページからそういうふうに判断したというふうにおっしゃるんだけれども、

異常渇水とはどんな状況。平成 6年なんかは異常渇水だけれども、平成 17年では、渇水に

は達したんだけれども、その後、全体的な降雨がそれの回復をもたらしているから。 

○藤田委員 やっぱりトータルで少ないことは少ないんですけれども、間違いなしにです

けれども。 

○辻本委員長 そういう説明をきちっと書けるかどうかというポイントが 1 つあると、こ

れは 1 つ課題にしておきましょう。後からまた意見が出たらおっしゃっていただきたいん

だけれども。 

 今回の導水路は、異常渇水の対応だと言うんだけれども、その異常渇水がどんなレベル

で起こるのか、起こりやすくなっているのかが、まだ明確に見えてないですねというふう

な。トレンドとしては見えているんだけれども、どれぐらいの定量評価するのかというふ

うなことも含めて、少し検討が足らないのではないかというふうな御指摘です。 

○関口委員 2つの質問があるんですけれども、このトレンドね。これは年間の降水量です

よね。我々、今問題になっているのは、いつも夏期の渇水の問題が出てくるわけですね。

僕が 2 つ聞きたいのは、この降水量のパターンは、木曽川、揖斐川の流量のパターンとき

ちっと対応しているのかどうか。河川によって随分個性があるから。 

 それからもう 1つは、これ年間だけど、例えば平成 17年の見ちゃうと、そんなに低い方

へいってないんだけれども、やっぱり夏の渇水時期の需要が一番大きい時期を見ちゃうと、
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やっぱり違ったパターンになるんじゃないかということで、やっぱりその辺のデータを仕

分けしないと、すぐこれにのっとってどうのこうのという議論はなかなかいかないんじゃ

ないかと思うんだけども。 

 つまり、僕が言いたいのは、夏のかんがい期、いわゆる通常の夏期、夏、データ系で使

えば、果たしてこうなるのかなという疑問を持っているんですね。 

 それから、この降水量の変動パターンに、本当に木曽川、揖斐川それぞれの流量の変動

がきちっと対応しているのかどうか。個性があるから、そうは僕はならないと思うんだけ

れども、その辺のデータの仕分けをお願いしたい。 

 以上です。 

○辻本委員長 このデータは、それぞれの月のデータが入っているんだけれども、1年 1年

のパターンという形で見たらいいというふうなお話にもなりますかね。 

○関口委員 そうですね。 

○辻本委員長 それから、川による、全国的には当然違うんでしょうけれども、木曽川水

系の中でもパターンは違わないのかはチェックする必要があるし、そうだからこそ導水路

というふうに 3 つの異なるところをうまく平準化しているのかもしれないし、してないの

かもしれないし。そういうところは見ておく必要があるという御意見ですね。 

 では、松尾副委員長。 

○松尾副委員長 関連しますけれども、9ページのところで、導水路の使い方というのを御

説明いただいたんですけれども、過去の流況でこういった使い方をしなきゃいけなかった

ときというのは、何かシミュレーションみたいなのはされていますでしょうか。 

○辻本委員長 例えば昭和 59年みたいなとこですかね。この赤丸が打ってある、さっきの

図で赤丸の打ってある、本当に深刻なとき。平成 17年のやつは、先ほどちょっと見せても

らった話になるけれども。 

○松尾副委員長 その 1/10か 2/20じゃなくても、例えば 2カ月ぐらいずっと、平成 12年

もそうですよね。あれ東海豪雨が来たからよかったけれども、2カ月ぐらいずっと雨が降ら

なかったですよね。だから、そういうときに多分こういう運用せざるを得なかったんじゃ

ないかなと思うんですけど。 

 ですから、先ほど来、議論ありますように、年降水量だけじゃなくて、そういう時期的

に、年間の流量変動を考えたときに、こういう運用をしなきゃいけなかった年というのは、

過去どれぐらいあったのかという、そういうシミュレーションみたいのされているかどう
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か。もしされているんだったら、ぜひ示していただければ。 

○事務局（笹森） 10年に 1回を超えるような規模というのは、確かに近年では平成 6年

だけでございますけれども、このように今不特定容量のあるダムが半分になった段階から

導水するということでの頻度ということでいきますと、大体 2 年に 1 回ぐらいは導水を開

始しなければならないという状況になります。 

○辻本委員長 こういうルールで運用すると、多分渇水状況になると、こういう形の運用

になってくるんだけれども、実はその後、雨が降ると、しなくてもよかったねということ

にはなるんでしょうから、これは運用の仕方になるわけで、こういうものを持っておかな

ければいけないのかという議論が、多分導水路をつくっておくかどうか。 

 導水路があるとすれば、あるいはダムが総合運用できるということであれば、その時点

その時点で、その将来、それが長続きするか。しなくても、そういう運用に入るのは、使

えるから当然そういう運用になる。 

 というふうに、この計画論と運用論というのは非常に難しい話で、運用論をどうするか

という議論は、多分必要な議論だと思うんだけれども、そういう運用のできるものを我々

が木曽川で持つべきかどうかというのが、やはりポイントなんですね。 

○岡山委員 私もこの 8 ページのやつを何度も見せていただいているんですけれども、す

ません、素人なので、逆にあまりこれをブレイクダウンした後を考えたことがなかったん

ですけれども、1つ言えるのは、要するに、ぶれ幅がすごく大きくなっていて、降るときは

どかっときて、降らないときぴたっと降らない。その非常に不安定になっている水の状況

をどう調節して安定利用できるかということが、多分すごく重要なんだろうなというふう

に理解しているんです。 

 そうすると、今異常渇水のことだけおっしゃっているんですが、例えば導水路だけじゃ

なくて、さっきおっしゃったようにダムともうまく連動した全体システムとしての調節機

能が、この導水路があることで、これだけ発揮できるんですということが、一般市民とし

ては一番聞きたいということと、それから多分、この間の IPCC のレポートも結構衝撃的

だったんですけれども、将来のことはわかりませんが、この赤いラインが上がるか下がる

かはともかくとして、この上下に振れるところだけは、多分ものすごく大きくなっていく

だろうということは何となく予測がつきます。 

 だから、やっぱりそれをいかに、全く安定的には多分無理でしょうけれども、できるだ

け上手に使うために、このダム幾つかと、特に徳山と導水路がどういうふうに力を発揮で
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きるんですよということが、逆にちゃんと示されるべきではないかと思います。 

 そういう意味では、私自身は、その意味の期待をして、特にイエスかノーかと言われれ

ば、イエスと言いたいとは思っているんですけど。 

○辻本委員長 今 1 つのポイントである異常渇水というものが木曽川水系で起こるのかど

うかという議論。それから、異常渇水をどうとらえるのかという議論。それから、異常渇

水の兆しがあれば、そういう調整に入るという運用の話と、それから、そういうものを持

つという計画の話。この辺がやっぱりきちっと書かれて、初めて計画だということになる

というふうに思います。それが今の異常渇水が木曽川で起こるのかどうかというポイント

ですね。これもうちょっとという話ですね。 

 もう 1 つの視点は、異常渇水が起こっているのは、これは木曽川だけの話かと。ほかの

ところでも、今の地球温暖化に伴う気候変化の中で起こっているんだったら、どこでも起

こっている話をどうして木曽川だけが。ほかの水系では 1/10対応、いわゆる通常の渇水対

応で、いわゆる水資源計画としてて、こういう導水路計画なんか、いわゆる異常渇水対応

でやっているところがないにもかかわらず、木曽川は突出してやらなきゃいけないのか。

これに対する答えが必要だというふうなことが前から出てます。 

 今回の説明の中に、あちらこちらに実は出てきているんですけれども、その答えに答え

る形できちっと整理しておいてもらわないと、例えば、渇水のときにはどうしても水資源

として地下水に頼ると、この地域は、もう不可逆的な地盤沈下につながるんだとか、ある

いは全体的な水の融通システムが、ほかの阪神、京浜に比べたら小さいんだとか、あるい

は 3 大都市圏で比較するのが、ほかのところで脆弱なところがあっても、産業活動とか経

済活動が小さいところではそういうものを持てないけれども、こういう 3 大都市圏を抱え

るところではやはり必要なんだとか、その辺の論理が整理されないと、どうしてここだけ

異常渇水に対する、いわゆる国民的平均を超えるような議論をするのかというところがク

リアにならないですね。 

 だから、この問題については、異常渇水の程度の問題と、それから、調整機能を持つと

いうことの重要さはよくわかるけれども、じゃ、名古屋がなぜ、中部がなぜそれを持たな

いといけないかということの説明が、あったんだけれども、きちっと焦点が絞られてない

というところ。 

○関口委員 素人の立場から言わせてもらうと、平成 17年は、渇水で非常に苦しんでいた

んだけれども、何とか切り抜けたんだけれども、もうぎりぎりだというときに雨が来て、
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うまくいったということなんだ。僕の立場からすると、それをもうちょっときちっと解析

してほしいんですね。 

 つまり、聞いていると、もうその解析はあまり詳しくやらない、利水との絡みが出てこ

ないもんだから、ほかの用水の利水とか治水は絡み出てこないんだから、確かに導水路を

つくっちゃうと、今言った問題点は解消できますよということになるけれども、なぜ導水

なの。それはほかのチョイスに比べて、いいチョイスなのかという議論がなかなかしにく

い。 

 だから、僕は前も事務局に言ったんですけれども、平成 17年、あのまま雨が降らなかっ

たらどうなってたの。本当はもっとほかにソフトの面でやれることいっぱいあったんじゃ

ないの。お互いに痛み分けという格好でとか、そういう疑問がいっぱい出てくるんですね。 

 だから、もう 1 つ言わせてもらうと、正常流量か何かを維持するという、渇水の問題と

正常流量を維持する問題、2つ大きい問題がありますね。それで、後で言おうと思ったんだ

けれども、長良川から 3.8m3/sか何か木曽川に、成戸の方に持ってきますよね。基本方針が

出たけれども、結局、木曽成戸の方で 50m3/sきちっと維持するという、それを踏まえてい

ろいろな数値が出てくるように思うんですよね。例えば、揖斐川で 30m3/s、木曽川で河口

大堰の下で 50m3/s、その数字を合わせるために全部やっているんじゃないかということに

なっちゃうと、その 50m3/sとか 30m3/sという数字はどういう根拠なのか。 

 それで、確かに過去の委員会で資料も出たんですけれども、やっぱり整備計画の定常流

量も、制限流量の議論も、結局ここにかかわるから、やっぱりこの 50m3/sとか、揖斐川の

30m3/sは何の根拠で決まったのということは知りたいんですね。 

 それで、基本方針の委員会で出たデータを使うと、この流域委員会に出たデータとほと

んど同じデータを踏まえてやっているみたいだし。そうすると、基本方針のこの資料 3－3

であるし、第 6 回委員会で配られた現状と課題についてのヤマトシジミの量のあれで、

30m3/s、50m3/sと計算されて出てきたみたいですけれども。僕うっかりしていて今反省し

ているんだけれども、このデータから 30m3/s とか 50m3/s という数字は出てこないですよ

ね。だから、僕が逆に聞きたいのは、委員長も基本方針を決めていく委員会の委員ですか

ら、どういう根拠でこの 50m3/s、揖斐川で 30m3/sというのは決まったのか。それをやっぱ

り説明してほしいというのが。 

○辻本委員長 委員長が説明するんですか。 

○関口委員 だって、基本方針の委員でしょう。 
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○辻本委員長 じゃ、そういうことはちょっとあれなんで、私が言ってもいいんだけれど

も、ちょっと話が逆戻りしているんだけれども。 

○関口委員 やっぱり絡むから、ちょっと言わせてもらったんだけれども。 

○辻本委員長 基本方針で決めた維持流量を目標として整備計画で議論してきた。整備計

画の目標のときに、基本方針のレベルをどんなふうにクリアしていくか。どこまで整備計

画でクリアしていくかという議論をしてきたわけですから、一番最初の説明で、基本方針

でこういうふうに正常流量を決めましたという話があります。 

 それから、基本方針で正常流量を決めるときの話としては、歴史的な経緯の制限流量の

話と、それから基本方針の決め方で、全国的にある程度正常流量の決め方のマニュアルみ

たいなものがあって、それに従って事務局が工夫されて、今回基本方針の委員会で提案さ

れて了解された数値です。 

 その基本方針のときに、例えば、木曽川水系でどんなふうに、長良川でどういうふうに

決めたかということについて、木曽川でもいいですけれども、歴史的な経緯と、マニュア

ル的な、ガイドライン的な意味合いでの正常流量の決め方というのを簡単におっしゃって

もらえますか。 

○関口委員 僕が言いたいのは、詳しい説明したら時間かかるから、ここに載っているデ

ータだと、例えば、基本方針委員会のデータがあるし、第 6 回委員会で配った木曽水系の

現状と課題のところの図にもあるけれども、要するに今渡ですか、あそこの流量と、実際

にそこの塩分がヤマトシジミの生息限界を超えない量ということでグラフを出して、それ

に線を引いているけれども、読んでて思ったんだけれども、この図からはそういう結論は

絶対出てこないんだけれども、私は長年ヤマトシジミをやっているけれども。どうしてこ

の図からそういう根拠で出てくるのか。今から言っても、ちょっと遅いかわからないけれ

ども。 

○辻本委員長 問題点をもうちょっときちっとしないといかんのだけれども、今渡で決め

ているわけでなくて。 

○関口委員 いや、今渡じゃなくて、その根拠はね、例えば成戸のところのあそこを 50m3/s

維持するのは必要ですよという根拠は。 

○辻本委員長 そっち側の根拠ですか。だから、その歴史的な根拠ですね。制限流量。 

○関口委員 いや、歴史的な根拠と言っているけれども、そのときの歴史的な根拠は何で

すかといったら、関係者と打ち合わせで 50m3/sでいいですよと言ったということで生きて
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いるのだけれども、実際に出したデータは、こういうふうに 50m3/sなりましたよと、この

第 3 回の基本方針、それからこの委員会の第 6 回で出た現状と課題の資料のところにこう

いう図がありますよね。こういうふうに線を引いた。 

 私はヤマトシジミで、ここの木曽川の河口、汽水域でずっと仕事をやっているけれども、

このデータを踏まえてそれを言っているんだったら、私としては、そんなばかなことはな

いというふうに反論しなくちゃいけないんだけれども。 

○辻本委員長 いろいろ正常流量、特に環境維持流量の決め方は、木曽川、長良川だけじ

ゃなくて、いろいろな川で環境維持流量をどうやって決めようかというのは検討中です。 

 かなりの川でなかなか決められないのだけれども、目標流量としてさまざまなものを勘

案しながら、例えば、さっきもだから言ったんですけれども、歴史的な経緯とかも勘案し

ながらある流量を決める。それの参考資料として、例えば、アユの産卵環境が守れるとか、

あるいは魚が生息するにはこれだけの水深がどういう部分で要るとか。いろんなポイント

と、そこで考えられるような流量のバックデータみたいなものを示すということが最近で

はされているんですね。 

○関口委員 僕が聞いているのは、そういう議論じゃない。僕が聞いているのは、汽水域

に影響ある木曽成戸で 50m3/sという値を聞いたときに、それは下流域の汽水域の生物の環

境と、特にヤマトシジミの漁業と絡めちゃうと、あのデータですけれども、あれは縦軸に

今渡か何かの流量を置いて、横軸に直していますよね。これに直線を引いてて、それで 30

とかやっていますね。僕は、途中のアユの産卵とか何かというのは専門外だから何も言え

ないんだけれども、汽水域に出ていくときの流量の、揖斐川で 30、木曽川 50と決めたその

根拠は、基本方針とこの流域委員会でも同じデータを出して、同じことを議論してやって

いるなら、歴史的根拠というのは、魚がおれば漁師さんと打ち合わせあるし、あと、一番

大きいのはヤマトシジミの影響ということでこうやっているんだけれども、このデータは、

今さら僕もちょっと怒られても仕方ないんだけれども、たくさんデータがあって見逃して

いたんだけれども、これはかなり大きい根拠になっているというふうに書いてますよね。

そうすると、このデータは、むしろ万石の流量と 1 パーミルのあれは何も関係がないとい

うことを示しているんで、何でああいうふうに直線を引いて 30という数字が出てくるのか

という、その理論的根拠は全然わからないんだけれども。 

○辻本委員長 範囲を決める線の引き方と、データにフィットする線の引き方が違うとい

うことを、まず認識してくださいね。これは、そういうところの一番外挿する線を引いて
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る。 

 それからもう 1 つ、今渡で決めているんだけれども、汽水域のところは、流量が多くな

ると塩分が遡上してくる範囲が狭くなるとか、そういう塩分濃度の状況が確保できるため

の流量はどんなぐらいでしょうという形で多分決められていたと思います。 

○関口委員 そういう議論なら、このデータは使えない。なぜかというと、横軸に万石の

流量は、これは揖斐川の、同じように木曽川のデータを出してもらえる。ほとんど同じよ

うにになっているんだけれども、出せますか。 

○辻本委員長 木曽川はこれで決めてないでしょう。 

○関口委員 いや、木曽川の。 

○辻本委員長 木曽川はこれで決めているのか。 

○関口委員 これで決めているでしょう。このデータは、先ほど言ったように、縦軸に今

渡の流量をとっているけれども、このデータ自体が、いつとったのか、だれがとったのか、

どの庁の人がとったか、そのデータは全然区別ないから。 

○松尾副委員長 今渡じゃなくて、横軸は木曽川大堰。 

○関口委員 木曽大堰ね。それで、僕が言いたいのは、このデータを見ちゃうと、普通常

識に反するんだけれども、普通常識で読むと、データに基づく限りは何の関係もないとい

うふうになると思うのだけれども。 

 僕が言いたいのは、歴史的経緯ということで言うなら僕は納得します。というのは、こ

れをしたときに、漁業をやっている業者さんと打合せして 50としてやって、それからもう

20年も 30年もたって、それが非常に不利な状況を生じたということないんだから、今さら

それを無理に変える根拠もなかなか難しいから。 

 ただ、こういうデータを出されると、あたかも確定根拠があったような感じでされるの

で、僕はむしろ論理的構成で言うなら、少なくとも何の根拠かわからないけれども、昔、

漁師さんと打ち合わせて 50という流量が出て、それから 10年か 20年たって、一応不合理

な、ヤマトシジミとかに非常に悪い環境をつくったという証拠はないから、今さら変えて、

また新たな問題を引き起こすよりも、それを継続するというのはわかるんです。だけども、

これをもとに、いや、このパーミルを、ヤマトシジミの生息に必須のこのパーミルを保持

するためには、このぐらい流量ないといけませんよと言うんだったら、僕はサイエンティ

ストとして、このデータからそんな結論は出てこないという気が。むしろ、これは何の関

係もないということを示しているんで。 
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○辻本委員長 表現があれなんですけれども、何度も言うように、正常流量とか維持流量

というのはなかなか決める根拠がなくて、それを傍証するものを 1 つつけておくというふ

うな話になっています。だから、それがアユであったり、シジミであったり、それぞれの

川の特徴的な生物で見ると。そのときに、今までの塩分濃度が測られたやつと、放流量が

わかっているやつの中で、問題が起きていない流量はこういう範囲の中に入ってましたね。

その 50m3/sは、それの外挿値として、それをカバーしてますねというふうな図で、あのデ

ータのどの点を通っているとか、正確に一番外の線を包絡する線はどれだというふうな意

味合いは全然ありません。 

○関口委員 だから、僕が逆に言いたいのは、そうならそういうふうに説明してほしいと

いうことなんですよ。つまり、僕が言いたいのは、通常の、今委員長と私がやっているの

は通常の議論なら納得しますよ。でも、ここの 50 とか 30 という数字は、全部さかのぼっ

て、徳山ダムの問題、導水路の流量の問題、なぜ長良川に持ってこなあかんのか。全部、

最後にそこに行くじゃないですか。 

 つまり、そこに行くもんで、僕は、今委員長が言っていることの範囲で我々がおしゃべ

りしている分にはいいけれども、導水路の問題、整備計画の問題、みんな 30 とか 50 とい

うところで帳尻を合わせるような格好で言っているもんだから、それはそんなに根拠ない

数字じゃないはずなんで、そうすると、今言ったように、ただ、あのデータは傍証にもな

ってないと思うんだけれども、そうすると、歴史的な経緯で決まっているんだったら、そ

このところで、今変えちゃうと何が起こるかわかりませんという格好で、やっぱりこのぐ

らい、今までそれで支障なかったんだから、これで頑張りましょうというふうにきちっと

言ってくれるならいいけれども、むしろこういうデータを出してもらっては、科学的根拠

があたかもあるような感じで出されるのは、委員の一人としては。 

○藤田委員 多分この斜めに引かれている黒い線の意味だと思うんです。これぱっと見ま

すと、大堰の流量が上がっていって、13.8km地点の、縦軸がイオン濃度が下がっていくと

いうグラフになっているわけですね。それで、へい死しないのが濃度としてはこういった

横軸のラインのところで、へい死しない濃度を引っ張り出すためには流量としてここまで

必要だという図になっている。黒いラインというのは、そういう図だと思うんですね、汽

水域の混合状態を考えた。であれば、意味は当然持ってくると。クロスしたところで限界

を見ていこうということになっていると思うんですけれども。 

○関口委員 それはおかしいんで。ヤマトシジミの汽水域は、干潟の生物もそうだけれど
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も、どういうところにすんでいるといったら、変動の激しいところにすんでいるわけです

よ。だから、変動を抑えちゃうと。 

○藤田委員 それはわかりますけれども、ただ変動が、要するに、こういう状態が長い時

間続くというのは、やっぱりぐあい悪いとなるわけでしょう。 

○関口委員 いや、それはもちろん限界値が出てますからね。だから、僕が言いたいのは、

もともと変動の激しいところで変動を抑えちゃうと、おれなくなるわけですよ、厳しい環

境でも。だから、僕が言いたいのは。 

○事務局（関沢） 先生がおっしゃることはよくわかるんですけれども、おっしゃるとお

り汽水域ですので、50m3/s 下がったらいきなりシジミが死ぬとか、そういうことでは当然

ないわけですね。50m3/s 程度ちょっと切ったぐらいでも、そういった水の動きが、流量が

少ないような状態が長く続いて、そこで日照であるとか、もちろん汽水域ですから、大潮

のときと小潮のときでは全然違うわけですし、いきなり塩分濃度が高くなって死ぬという

ことはもちろん言えなくて、実際には底層河床の溶存酸素量が減って、それが原因になっ

たり、いろいろなことがあると思います。 

 今、我々こういう絵を描いているわけですけれども、実態的にシジミはいつ死んでいる

んですか。やっぱりぴしゃっとしたデータというのはあまりないんです。我々も漁協さん

とかに聞き取り調査ということでやっていまして、実際にシジミがばっとへい死したなん

てことがありますと、そこの瞬間でシジミの商品価値が落ちてしまうということがありま

すので、いろいろ聞き取り調査の中で、こんなときシジミがへい死しているんだよ。ある

いは赤潮なんか起こりまして、赤潮でプランクトンをシジミが食べてしまうと、シジミが

赤い身になってしまって商品価値が落ちるとか、そういった事象が起こってくるわけです

が、大体今までの運用の中で 50m3/sというものを確保しようということでやってきている

中で、それが満足されているときには、そういったことはあまり起きてない。 

 ところが、渇水になってきて、ダムが補給できなくなって、それを下回るような状態に

なって、またそれが何日か続くということになると、そういうことがどこでも起きる。 

 そういうことを踏まえて、大体こんな流量がいいんだろうというふうに私は考えている

わけですけれども、それを科学的データで、これでぴしゃっとこうだというのは、データ

としてはなかなかお示しできるようなものが全体としてはなかなか難しかったなと。 

○関口委員 それは私もそう思います。私に何m3/sに流せばいいんだと言われたら、私も

わかりません。逆に言うと、わからないから今後やらなあかんわけですけれども、そうい
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う状況の中だったら、そういう状況を認めて、歴史的に決まって、そういう 50m3/sが来て、

今まで大きい問題がありませんでしたよと。だから、わからないことがいっぱいあるんだ

から、それでとにかくやってきて、何十年かやってきて、それで大きな支障がなかったん

だから、むしろその辺のわかんないということを強調して、その辺をすればいいんで。 

 僕が引っかかるのは、こういうデータを使って出されたときに、じゃ、あの点一つ一つ

いつとったの、だれがとったのと、つい言いたくなるわけですね。だから、僕はその辺の

歴史的経緯をもうちょっと強調して、今までヤマトシジミのいろいろなこと、そんなに大

きい支障、このせいでなったという話は聞かないしということ、それを大きい科学的根拠

だと思うんだけども。 

○辻本委員長 話ししている内容に差はないんですけれどもね。歴史的根拠と生物的な今

までの経緯というか、ああいうデータを見ても、ある程度その中におさまっているという

ふうなことで、基本方針の小委員会でも、この川だけでなくて、いろんな川で正常流量の

決め方としては、こういう形で了解しているわけですね。ところが、多分それぞれの川に

もう 1 回整備計画の議論をするときに出てきたときに、若干バイアスがかかって説明され

たかもしれないので、この絵だけが出てきてたわけではないと思うんですけども。 

 だから、関口委員の説明に私が一番最初に歴史的経緯との両方があると言ったんだけれ

ども、いや、歴史的経緯はいいんだけれども、こっち側と言われて、こっち側だけ突出し

て議論するというのは、なかなか難しいんだけれども、そういう誤解のないように、基本

方針の目標に対して整備計画がどう迫るかという話と、もう 1 つは、そのときに、持って

おろしてきたときに、今みたいな誤解のないような表現。何しか絵が半分あって、その絵

がそれなんですからね。 

○関口委員 僕が心配するのは、何で 40じゃいけないの、何で 30なの、20じゃいけない

のといったときに、やっぱりちゃんと答えられないんですよね。そのときに何で 50なのと

いったときに、やっぱりこういうデータを我々が出して、こういうデータを出すんだった

ら、僕はきちっとした格好で出してもらわないと、この委員会で通って、みんな何も言い

ませんでしたよというのでは、僕もうっかりしていたんだけども。 

 やっぱり何で 50、30というのは、こんな言い方はおかしいけれども、そう大きな科学的

根拠はないわけですよ。だから、その辺のところを踏まえてきちっと議論してもらえれば、

僕はいいだけで。 

○辻本委員長 じゃ、その辺は気をつけて表現すること。それから、基本方針の小委員会
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で、私たちと言われているんだけれども、基本方針の小委員会では、何度も言いません、

どの川でも 1 つの歴史的な経緯と、それから何らかの注目する生物で、この程度のもので

了解します。場合によっては、正常流量が決められない、目標すら持てない川がこれまで

にもたくさんありました。それはそのとおりで、でも、目標を決めて、我々は施設ででき

るところ、あるいは合理化などの努力をしなきゃいかんところがあるということで、やっ

ぱり目標を持ちましょうということで、かなり木曽川でも苦労された絵なんだけれども、

それがひとり歩きしたら困る。 

 ちょっと松尾副委員長から、まず。 

○松尾副委員長 私も小委員会に出てたので、関口委員がおっしゃったのと同じ質問を実

は小委員会のときにしました。覚えておられると思います。今、関沢所長から説明があっ

たところで、要するに、これを根拠として決めたわけでは、特にないです。そういう説明

で私は納得しました。 

○関口委員 僕、今委員長が言われたけれども、もう一言だけ言わせてくださいね。言わ

れたけれども、通常のあれだと、僕はそのとおりだと思うんですよ。だけど、この河川で

この値があまり大きい重みを持ち過ぎるんで、僕はちょっと気になるんで。ちょっと重み

を持ち過ぎる割には、細かくつつき出すと、そうなの、どうなのという感じになると思う

んですね。 

○辻本委員長 その重みは歴史的な方がかなり引っ張っているところが。 

○関口委員 だから、歴史的と言うときに、歴史的、どういう歴史的なのということを言

わないと、歴史的、歴史的となっちゃうと何も言えなくなる。 

○藤田委員 1つだけ確認したいんですけれども、この黒いラインというのは、13.8kmは

ここですけれども、当然位置が変わったらラインはずれてくるということ、違ってくると

いうことですね。当然下にいけば上に上がっていくだろうし、上流にいけば下に下がって

いくだろう。そうなったときに 40でいいのか、30でいいのかということがかかわってくる。

そういう図でもあるはずなので、そういう例えがある意味科学的といいますか、データと

いうことで見方として出てくるんじゃないかなということですね。 

○関口委員 だから、こういうデータを出すんだったら、物理の専門家がいるから私が言

うのも何だけれども、木曽大堰の下のあそこの成戸のところで測った流量と、それから入

ってくる海水によって、原則的にはきちっと関係あるはずなんで、だから、データのとり

方だと思うんだけど。 
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○藤田委員 当然潮汐の条件が全部決まってきて、大体のところということだと思うんで

すけれども、基本的にはそういう関係があるだろうということで、確かに本当にこれだけ

出てくると、おっしゃるとおりのあれを言ってしまうのは事実だと思うんです。 

○辻本委員長 多分この 50m3/sの扱い方、50という数は、どれぐらいプラスマイナス見込

んでいるのかということも、やっぱり意識をどこかでしておいた方がいいですね。さっき

都市用水で 60m3/sが最近 69m3/sまで増えてて、それから、70m3/sの何とかを最近の施設

では 60何m3/sで、異常渇水のときには 50m3/sぐらいになるというふうなときも、その細

かい数字が実は問題であるんじゃなくて、じゃ、細かい数字でなければどれぐらいのもの

が許せるのかということ。許せる範囲内のものが、施設で一体どれぐらいの規模になって

いるのかというところも本音としては聞きたいですわね、皆さん。そんなぐらいじゃ、我

慢したら入っちゃうのかどうかとか。 

 だから、今言われたのも、50m3/sの重みが、47m3/sなら施設もなしでクリアできるんだ

ったら、3m3/sぐらい辛抱しようねという話だってあり得るかもしれないので、その辺の数

の端数の重みみたいなものも少し説明できるようにしておかないといけませんね。 

 ほか、いかがでしょうか。 

○岡山委員 似たようなことなんですけれども、先日ふれあい懇談会に出たときもそうい

う質問があって、そのときは農業用水だった。いつも出るのが農業か工業ですよね。今回、

例えば 16ページにあるのは工業用水で、これについてはもう何か、これから先、例えば 20

年後に、こんなに工業用水が増えるわけないだろうとおっしゃる方は当然いるわけです。

同じく農業用水も、同じように毎回毎回多くの方がそういうことをおっしゃっていて、だ

から、あらゆることで、そのトレンドを引っ張ったりとか、あるいは科学的な根拠に基づ

いて流量を決めてくるんですけれども、その計画値というものは、今おっしゃったのを聞

いていると、科学的根拠とか歴史的背景いろいろあるんですが、結局、この河川管理者と

しては一番安全なところに置きたい。 

 だから、もしそれをもうちょっと下げておいた計画になってしまったとき、それで、も

しどこかでひどく我慢をさせなくちゃいけない状況ができるだけ生じないような一番安全

なところに、常にマックスのところであらゆるポイントを置いているので、だから、計画

の目的流量、とにかくすべてすごく大きいなという感覚があるんです。 

 それは、計画って多分そういうものだと思っている者としては納得できるんですが、多

分これを見た方々は、この右肩上がりは理解ができないというか、これは非常に反発であ



 

 32

り、争点になってしまうのはやむを得ないと思うんです。 

 だから、そのトレンドは不明なんだけれども、BAUだけで言えないのはわかってはいる

んだけれども、一番安全なところで、こういう経緯で決まっていますという。あるいは、

先ほどおっしゃったように経験値というのが説得しやすいと思うんです。ずっと河川を見

てきました。その経験の中でここが一番安全だと思いましたということの方が、むしろ「あ

あ、なるほど」というふうに理解できたんですけれども。 

○辻本委員長 そうですね。計画値というのが、今日寄藤委員がおられないんだけれども、

都市用水に関する予測の話も前回出ましたし、今ここでは、環境維持流量にかかわる予測

値についても、その値のあいまいさみたいなものが指摘される。そのあいまいなものが、

ある程度どこかで位置づけられる。この場合フルプランで、水資源計画としてある程度位

置づけられる。 

 それから、国土計画とか、国土利用計画もやられているんですけれども、施策を打った

ら農地は減るかもしれないけれども、やっぱり今までのトレンドからすると、そこまでは

減らないだろうという形で目標値を決めたりして法定計画を立てている中で、そっち側に

ついて、なかなか河川側だけで、工業用水の方はこれからブレーキをかけるのでというふ

うな施策とその効果というのは打てないし、一般的には、多分この地域でこれからは減っ

ていくんだろうなと思うけれども、いまだになおかつ中部の経済にかかわる人は、これか

らは、景気も回復したことだし、まだまだ更地もあることだしというふうな形になるでし

ょうし、そこらの兼ね合いからすると、トレンドみたいなところが落ちつく先で、そうい

うふうなものが目標になっている、目標値として設定されている。 

 その中で、施設とか、あるいは合理化という努力の中で、どんなふうにやっていく中で、

異常渇水をどうとらえて、その異常渇水を緩和するこの導水路計画というものの必要性を

どう見るかということになっている。 

 その辺の目標値は認めるならば、どれぐらいの幅で認めるならばということがあるんで

すけれども、そういう視点でどこに問題があるか。先ほど言ったように、中部だけがどう

して突出するのかということに対する説明は前から求めていますけれども、治水に対して

も、スーパー堤防というような形で超過洪水対応をとっているのは、こういう 3 大都市圏

だし、通常の計画を超える対応をとる可能性はなきにしもあらず。 

 それから、どこでも起こることなんだけれども、温暖化の中で、今の危機はさらに高ま

るだろうという予測も、正確でないけれどもあるし、トレンドも見てとれるというような
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ところが、今説明材料として挙がっているんだけれども、一つ一つのデータの細かさで詰

められないところ、それから、詰められないけれども説得しなければいけないところ、そ

ういうものがあるかと思います。 

 こういうふうな位置づけにきていると思うんですけれども、あと何かポイント。じゃ、

平野委員。 

○平野委員 ちょっとお聞きしますんですが、今フルプランということで 16ページにござ

いまして、将来的には需要が上がるという。このフルプラン、国土庁ですか、今は合併し

ましたけれども、国土交通省と。国土庁の方で、10 年ちょっと前に木曽三川のフルプラン

を発表されましたね。それと、今ここで計画しようとするのとどう違ってきたのかという

ことですね。 

 先ほど来、ここで見ておりますと、あの当時、木曽三川で 1 年間に賄える湛水といいま

すか、水は 154億m3だということでした。それで、その中で計算してやってあるのか。そ

れから、雨量が少なくて、今このような代替用水というような形で出さなきゃいけないの

か。それとも、水利権を木曽川へあまり張りつけ過ぎたんと違うのかな。それもございま

すし、その辺のところが、ちょっと私にはわかりませんが、10 年以上たったので、また情

勢も変わってきたということ。 

 私が 1 つだけ思うのは、三重県でも亀山にシャープ等が進出しました。あそこは 100 年

地下水を取っても水は枯れないということで、相当この木曽川用水等のところへは参入を

されませんでしたけれども、最近になったら水が足らないということなので、これも 10年

ばかり前ですね。100年地下水で賄えるので、うちはそこへは入りませんよと言っておった

のが、すぐにあのような工場が進出して水が足らないというようなことなんで、それは先

のことを言いますとわかりませんけれども、木曽川の 50m3/s でも、ただ、ここは流域で、

河川のことばかりの論議で、伊勢湾は抱えていますね。伊勢湾の浄化ということも含めて

論議をしていただかないと、やっぱり森があって、川があって、海があるということで、

今日にこのような豊富な水が山から流れ落ちるのも、明治の改修のときにヨハネス・デ・

レーケさんがここの地へみえて、私が聞いている限りでは、山を見たら山に木がなかった

と。だから、これは保水用に、まず木を植えることから始まって、いろんな分流の指導を

していただいて今日があるということなんで。ただ、川のものは川だけ、山は山、海は海

やと、これではちょっと論議はいかがなもんかなと、そんなようなことを思いますが、い

かがでしょう。 



 

 34

○辻本委員長 ありがとうございます。これは、この大規模事業もそういう。 

○平野委員 10年前に国土庁でフルプランを発表されましたが、10年、もうちょっと前で

すかな、あれ。 

○辻本委員長 何年でしたかね。 

○平野委員 今、水のことを論議するんなら、そのときの資料からどう変わったか。 

○辻本委員長 1つは、それですね。それから、最後の流域の話はどういうふうに。 

○平野委員 いやいや、もう聞いておいていただければよろしいです。そのようなことも

あるんで。 

○辻本委員長 それは聞き置いていただいて。 

 まず、フルプランとの関連は。フルプランを受けて、現在の水需要計画をどう見ている

のか。 

○事務局（笹森） フルプランの経緯ですけれども、昭和 43年に当初のフルプランが策定

されまして、その後、昭和 48年、それから平成 5年、それから今回の平成 16年というこ

とで、水需給バランスの。 

○辻本委員長 平成 16年ね。 

○事務局（笹森） 今回の最新のは平成 16年で、今先生のおっしゃられた 1つ前というの

が平成 5年に変更しております。 

 そのとき、目標年を平成 12年ということで、たしか平成元年ぐらいをベースに将来予測

しておりまして、その時点ではまだ、今回 17ページに過去の推移も若干載せておりますが、

やはりまだまだ非常に需要の伸びが激しいときのデータをベースに将来をトレンドで予測

していたということもありまして、予測値としては、非常に大きな予測値になっておりま

した。 

 今回は、その後、需要が大分落ちついてきたということも踏まえて、需要予測値をかな

り、今の実績に合わせるように少なくなっています。 

○辻本委員長 平成 16年のフルプランよりもということですか。 

○事務局（笹森） 平成 16年のフルプランの方が、非常に将来需要量としては小さい値に

なっていると。 

○辻本委員長 5年に比べて。 

○事務局（笹森） 平成 5年に比べてです。 

○辻本委員長 それで、今回は 16 年をベースに計画している。だから、平成 16 年のフル
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プランが計画値になっていると。下がった後の、10年前のものとは違うと。 

○事務局（笹森） 一方、供給の方も、先ほどの少雨化というのが最近はっきりしてきた

ということで、それを供給能力ということで計画に盛り込んだのが、今回初めて行われた

ということでございます。 

○辻本委員長 そうですね。供給の方は近年の、すなわち、大分前に立てたときの水文量

はなくて、最近の水文量で修正して、現在の供給量は推計しているということですね。そ

れがあの真ん中の棒グラフですね。異常渇水というのが、都市用水については右方の、こ

れはフルプランの都市用水ですね。 

○事務局（笹森） はい。 

○辻本委員長 需要だけでなくて、需要はフルプランで見直して、供給については今回見

直したということですか。フルプランのときに。 

○事務局（笹森） いや、水需給バランスは全部フルプランで行っておりますので。 

○辻本委員長 だから、供給の方もフルプランのとおりだと。今回は異常渇水対応。都市

用水でいえば 50m3/s対応。 

 何度も言いましたけれども、異常渇水の対応、通常の計画を超える渇水に対する対応を

する。その後、それを使って運用の仕方はいろいろあるし、運用するとうまくいきますね

というふうな話はありましたけれども、運用はまた事業がきちっと、事業計画として、運

用も含めて、事業計画、運用計画ということになっていくんでしょうけれども、事業計画

の中では運用も考えないと。 

 ただ、今そういう施設を整備計画の中で位置づけるかどうかについては、そういう渇水

に対する備えとして、そういう運用がとれるような装置をつくる。それから、この地域の

脆弱性から位置づける必要がある。それから、計画値に対しては、目標値に対しては、寄

藤委員、本日関口委員から、その値がいろんな理解の仕方がある。きちっと決まったもの

でなくて、変動といいますか、あやふやなところもあるし、法定計画としての意味合いも

あるし、歴史的な経緯もあるということをしっかり認識してもらって、少し考えなきゃい

けないのは、じゃ、どれぐらいの値の幅があるのかということは少し認識して、なおかつ

位置づける、施設が位置づけられねばならないということをもう少し説明が必要だという

ことですかね。 

 ほかの視点で、この大規模事業について議論しておかなきゃいけないこと。 

○藤田委員 質問なんですけれども、いつも地下水のくみ上げで、地盤沈下もなんですけ
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れども、そもそも野放図に取ったら、どこまで沈下するようなことに見込まれているのだ

ろうかということなんですね、厳しいところで。従来のトレンドでいけば、どんどんいっ

てしまって、それこそ 10mぐらい沈下してしまうだろうということも見られるんですけれ

ども、最終的にどこまで、もし野放図に取ってしまった場合どうなっているのかなという

あたり何か試算された例はありますでしょうか。いや、判断する場合の根拠になり得るか

なと思うんですけれども。だから、ちょっとでもやりたくないということであればですね。

カリフォルニアのデルタ地帯なんかは野放図に水を取って、沈下が 10m とか 20m だとい

う話は聞いたりもするんですけれども。 

 ですから、どうなのかなと思ってですね。本当にほうっておくと、それでなくても、過

重がかかれば沈下をしていくわけですので、大事にしていかんと思うんですね、地下水を

支えていくということはですね。先ほど亀山では 100 年とっても大丈夫だって、本当かな

って、何でそんな話が出てきたのかなと思うんですけれども。 

 いや、ちょっとそれだけ何かあったら教えてもらえたらなと思って興味があったんです。 

○辻本委員長 条件の設定がなかなか難しいと思うんですけれども、名大の浅岡教授が計

算されたものがありますね。2000何十年には、さらにマイナス 2mとかね。それが、しか

も広域化するというふうな絵を出してられましたけれども、ちょっとどんな条件を想定さ

れて。 

○藤田委員 一応そういうふうな、わかりました。そこがちょっと気になったんです。 

○辻本委員長 大規模について、今その前に観点を言いました。どんな観点で必要性の、

どんな中身、運用とかはともかくとして、整備計画として、こういう装置が中部では整備

計画、30 年の間に位置づけるべきものかどうかということについて、整備計画では位置づ

ける。基本方針でも位置づけられているんですけれども、整備計画で位置づけるというこ

とは、30 年までの優先事項だと。30 年というのが優先かどうか。30 年って長いタームな

んだけれども、その 30年の中にこの事業を考えていく。 

○寺本委員 意見書の中にも、これは利水に関するものですね、主に。それで、一方には

治水があって、治水というものがこれによって圧迫されるんじゃないかと。後回しになる

おそれがあるんじゃないかという意見が出てたと思うんですけれども、治水、利水どちら

も重要だと思うんですが、バランスとか、そういった心配がないのかどうかということを。 

○辻本委員長 整備計画は、30 年の間にこんなメニュー、あんなメニューと、いろいろ書

くわけですね。書くとき、何でもそれは全部書き込んで全部やれば、それにこしたことは
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ない。その中で、整備計画にはある程度できる力の中で事業というのは張りつけていく。

そうすると、大規模事業が、今この事業と丸山ダム、新丸山ダムという形で入ってくる。

これに圧迫されて、ほかのところの事業が、ほかの目的の事業が支障を受けるかといった

ら、受けないはずの全体のバランスをとっているはずだと私は思っていたんですけれども、

すなわち、その中で目標設定した。 

 すなわち、一番最初に整備計画の議論をしたときに、治水の目標は、揖斐川ではこれ、

長良川ではこれ、木曽川ではこれ。それに対するメニューを出した。利水では、これが目

標で、それに対してはこういう事業があります。それから、環境ではこういうふうなもの

が目標になります。事業をどこまで達成するか目標を決めましたね。この目標を決めてい

るときに、ある程度事業規模みたいなものを考えて立てたはずですね。ということは、大

事業が入ったからといって、ほかの目標が達成できないということはないはずなんですけ

れども、やはり大事業が表に出てくると、ほかの事業が進捗がおくれるというようなこと

を心配される向きがあるのは当然のことだと思いますので、その辺に関してこれはどなた

に聞けばよろしいですか。 

 基本的には目標を決めたときに、この目標は達成するとやっています。だから、揖斐川

なら揖斐川での治水安全度をどこまで上昇させるというのは、この大規模事業と同じよう

に目標になっていますから、そこのところに差はないはずなんです。 

○寺本委員 それは 30年間ですから、こちらが優先されて、そちらがおくれていくんじゃ

ないかという、多分心配があるんじゃないですか。 

○辻本委員長 その次は 30年の中での優先順位という話はどうされるんでしょうというこ

と。この辺はどなたが。 

 1つお答えすると、整備計画の中で達成目標というのは決めて、その中で大規模事業が入

ったからといって達成されないわけじゃない。ただ、優先順位はどうなるのという話につ

いては、じゃ、今寺本委員から質問が出ましたけれども、この整備計画の優先順位という

議論はどうしますか。 

○事務局（浅野） まず、全体の投資規模の話ですが、今のところ私どもで実現可能な計

画をつくらなきゃいけないということで、現在の投資規模で 30年間いくと、このぐらいの

レベルであればいけるだろうという投資規模をまず決めています。 

 今回の治水と利水の投資規模を現在の目標、今まで流域委員会の中で御議論いただいた

目標でいけば、その投資規模でいけるだろうというもくろみは一応持っております。です
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から、30年間でやる規模としては妥当な線でつくってあるということですね。 

○辻本委員長 その後、優先性。30年間の中をさらに 10年といった話。 

○事務局（浅野） それは一応ダム事業の方と、それから通常の河川改修事業を分けて考

えておりまして、これも同じように 30年の投資規模でどこまでいけるのかという話をやっ

ています。大体妥当な線として、毎年このぐらいの投資規模だったら物理的に改修できて

いくだろうという線でずっとトレンドを追っていますが、実際の投資は、毎年毎年の改修

の状況だとか、それから、災害なんかあると、やっぱりそちらの方に集中投資しなきゃい

けないということで、そこら辺を踏まえて実際の投資は変わっていくという前提ですが、

とりあえず現段階では、今の物理的に投資できる河川改修事業を継続してやっていくとい

う感じで整理しております。 

○辻本委員長 特に大規模事業同士ならバッティングするけれども、大規模事業をやりな

がら河川改修事業を進めていくということは、何ら問題が。 

○事務局（浅野） 一応別々に考えて。 

○辻本委員長 別々だと。大規模事業同士ならバッティングする場合はありますね。 

○事務局（浅野） それはそれぞれのダムの優先度というのも、また考えていかなきゃい

けない。 

○辻本委員長 ということで、よろしいでしょうか。 

○寺本委員 全く別枠みたいに考えていいんでしょうか。 

○事務局（浅野） 別枠というかですね、今投資規模として、ダム事業にこれぐらい投資

している、河川改修にこれぐらい投資しているという考え方でやっています。 

○寺本委員 例えば、大規模事業をやめて、より治水をスピードアップするということも

可能ではあるんですか。 

○事務局（浅野） 一応将来的にどうしても、先ほど言ったように災害とか起こって、緊

急対策しなきゃいけないときには、また毎年の予算の中で考えていくということ。 

○寺本委員 やっぱりどっちを重き置くかというのはなかなか難しいということですか。

利水、環境、治水と 3つあって、何を優先すべきかというか。 

○関口委員 ぶっちゃけた話で言うと、導水路に投資する金を、もしやめたら、それを全

部整備側に、そういうことはあり得ないでしょうから。 

○辻本委員長 そうですね。その話もしておかないといかんですね。その大規模事業がな

かったら、その金がそのまま河川改修費にそっくり回せるかというたら、そういうわけで
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もありませんという話ですね。 

○事務局（浅野） そこまでいくと、ちょっと。全国的な予算の中で、どこが優先される

か、どこのダム事業を優先されるかという中で提示されると思いますので。一応ここの中

部については、中部の今まで投資規模で考えていくしかないかと思います。 

○辻本委員長 河川整備計画では、最初どういうところまで議論するかという中で、段階

的にどれから効果を上げていくかまで議論したいという話も一時あったんですけれども、

今言われたように、災害復旧が入ったり、大規模事業がどこでつくかとか、いろいろさま

ざまな要因があるので、なかなか進捗状況までコントロールするというのは非常に難しそ

うなんですけれども、流域委員会から 1 つのお願いとしては、目標に対してできるだけス

ピードに差がそんなに出ないようにというのは、1つの流域としての考え方かもしれないと

いうのは、意見としてはやっぱり進めていく中で、こういうせっかく整備計画をつくった

んだったら、それはできるだけそういう気になっているようなところは努力していただく

というふうなことは、クレームつけるということはあり得ると思いますね。 

 だから、今おっしゃっていただいたようなことは、やはり流域全体の中で、皆さんそれ

ぞれ治水が大事と思っている方もおられるし、利水が大事だと思っておられる方、それぞ

れ違う種類の方々で、違うソサエティーとして当然あるわけで、あるいは地域も違うし、

そういうところができるだけ地元と説得とか、説明しながらやっていくというようなこと

は大事なことだというようなことも、整備計画を進める中で特記事項になるかもしれませ

んね。 

○寺本委員 なかなか将来の予算のことをどうついてくるかなんていうことは言いにくい

ことだと思うんですけれども、現状としては、多分利水の部分を削ったからといって、治

水が中部に 2 倍ついてくるとか、そういうことはないということじゃないかなとは思うん

ですけれども。 

 結局、中部に今利水面で大規模な投資を国はしてくれようとしている、このチャンスで

すよね。利水にしてはチャンスだから、これは採用して、もちろん治水に手を抜くという

ことは、シェアが固定しているというのは悪いことではあるとしても、治水のシェアとい

うのは守られると考えてもいいのかなというふうに思ってます。 

○辻本委員長 ありがとうございます。 

○藤田委員 例の河川法 16条 2で、河川整備計画に書かれている文言の中に、たしか歴史

的にとか、いろんな経緯で非常に水害で苦しんでいるところについては特に配慮しなさい
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という項目をたしか書かれていたと思いますし、そういったあたりをしっかり大事にして、

目標を定めたレベルに対して非常に厳しいといいますか、低いレベルのあるところは、や

っぱり早くやるということが前提だと思うんですけれども。 

○辻本委員長 そうですね。目標自身はある程度そういう治水安全度の、全体的に見なが

ら治水目標を立てて、なおかつ治水メニューもそういうふうに張りつけて皆さんにお示し

されているわけで、あと少し、もし治水メニューの中で、整備計画の中で位置づけが弱い

ところとか、そういうのはチェックする必要があるかもしれませんね。 

○関口委員 1つ質問があるんですけれども、整備計画の目標を決めましたよね。大規模事

業のこれも絡むんですけれども、これは多分平成 27年ごろ完成予定ということだと思うん

ですけれども、目標はそれでいいと思うんです。目標が達成する前の途中のプロセスでは、

ここに書いてあるように、ソフトでいろんなこと対応しますと書いてあるんだけれども、

むしろ渇水とか洪水のものを考えちゃうと、その目標が達成される前にいろいろ起こった

ときのことを考えちゃうと、先ほど僕が言ったように、もっと根本のところを詰めて実際

どうするのとか、どういうことがあり得るのとかいうメニューとか、そういうこともここ

で議論すべきなんじゃないかなという不安がちょっとあるんですけど。 

 どの程度までいけばいいか僕も全然わかんないですけれども、確かに目標はこうやって

きれいに書ける。それで予算の範囲で、30 年内でこうやるとする。だけど、それが完成す

るまでの間、例えば先ほどの洪水の問題とか、いろいろな問題があったときに、それは緊

急に対応するしかないんですけれども、それでも緊急対応するといっても、どういうふう

に緊急対応するとか、そういうふうなメニューとか、そういうことをどこまで議論すべき

か僕もわかんないですけれども、そういうことをやっぱりちらっと書かれていても、目標

を達成するまでには何かしましょう。それは文言は書いているのだけど、果たしてその程

度いいのかなという心配がちょっとあるんですけど。 

○辻本委員長 現実には行政として洪水に対する安全度を確保するためのものとか、それ

はいろんな仕掛けをそれぞれやられていると思いますし、それから、利水に関しては、も

う既にダム同士の連携とか、水系同士の連携とかも始まっていますので、そういうオペレ

ーションの話は別々にやっておられる。ただし、整備計画を立てた後、整備計画の進捗と

ともに、そういうもので本当に補完されているかどうかというものを、個別のものでなく

て、全体的にやはりどこかで見るということは大事なこともかもしれないという御意見だ

と思います。 
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○関口委員 僕がそれを言うのは、例えば大規模導水でもそうだけれども、こういうふう

に渇水が来た、こういう対応ほかないから、こうしますよというときに、当然その議論す

るときに、現状把握ということで当然やっているはずですね。そうすると、その原因把握

のときに使ったデータをもとにすれば、どうすればいいんだろう。だから、逆に言うと、

今のいろいろなやることの裏づけのためのデータはみんなあるはずなので、それをもとに

そういう議論は割と、容易とは言いませんけれども、新たに一から、ゼロから始めるわけ

ではなくて、かなり有利な立場にあるんじゃないかと思うので、そういう議論をできると

思うんです。 

○辻本委員長 だから、そういうフォローアップ体制みたいなことも書き込めればいいで

すね。 

 それぞれ多分、その後、事業が起これば、問題が起こった時点で、あるいはチェックす

るために専門的な委員会なんかはやられているんだけれども、やはりこういう広い分野の

人が同時に目を通すということが、ひょっとしたら必要かもしれないですね。 

 ありがとうございます。じゃ、その辺のフォローアップみたいなところが少し書き込め

ればいいんじゃないかということをお願いしたいと思います。 

 今の話は大体、ひょっとしたら本文の話になってきたんですけれども、ちょっと時間が

込んできましたので、休憩なしにやりましょうね。もうやらないと。 

 それで、今までの議論の中で、特出しで議論してきました新丸山ダム。これはあまり意

見が出ませんでしたけれども、これは治水上の緊急の課題だし、既に事業にも着手されて

いる。それから、木曽川水系連絡導水路についても、どんなふうにつくっていくか、オペ

レーションするかについては、非常に重要な議論が要るし、現実に目標値に対してどんな

オペレーションの中で最適なものがあるかというふうな話については、十分な議論が必要

だというふうな中で、必要性については認識された。整備計画の中でやっていく事業とし

て、しっかり事業計画というものもつくっていただきたいというふうな気がします。 

 それでは、事業計画という段階で、また、いろんな環境の問題との話あるいは住民合意

の話、さまざまなものが出てくる大規模事業というのは、そういう性質のものですので、

心して整備計画に、その周辺状況を整理して書き込まれるといいんじゃないかと思います。 

 それじゃ、休憩時間ということになっているんですけれども、休憩時間は 10 時 55 分に

なっているので、とんでもない話で、意見聴取の話を少し。どんなところに問題点が、住

民の認識はどんなところが問題点だとされているのか。あるいは行政上の問題点はどんな
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ところにあるのかというところをできるだけ抽出した形で説明いただけたらと思います。 

○事務局（高野） 意見聴取の取り組みにつきましての御報告をさせていただきたいと思

います。 

 資料の方は、4－1から 4－4まで設けさせていただいておりますが、御案内のとおり、ふ

れあい懇談会、つい先日、第 4 回目の懇談会を開かせていただきました。細かい説明は省

略させていただきますが、このたび第 4 回ということで、今まで特に議論があった点につ

きまして、個々に私どもの整理の考え方、また、今後の取り組みの考え方を御説明させて

いただき、若干の意見交換をさせていただきました。それが資料 4－1でございます。 

 1枚お開きいただきますと、大体こういう項目ということで、右下のページ、3でござい

ますが、このような項目につきまして特にピックアップして、今までいただいた意見に対

する我々の考え方を御説明させていただき、最後の懇談をさせていただいたと、このよう

な流れを対応したところでございます。 

 また、すみません、大分飛ばしますが、資料 4－2では、今回、第 4回で、さらにまたこ

んな意見をいただいたということを載せさせていただいています。これらにつきましては、

これがお手元の方に置かれているかと思いますが、住民の皆様からいただいた御意見に対

する考え方ということで、かなり分厚い資料になりますが、個々にどのような御意見をど

のような場でいただき、我々の考え方、対応方針はこうであるというコメントを付したも

のをまとめてございます。 

 これはインターネットにも掲示し、どなたにも見ていただけるように、行政機関の窓口

等々にも置かせていただいたという対応を今進めてございます。 

 さらに、すみません、また飛びますが、資料 4－3では、行政からいただいた意見の対応

について、前回までの分と今回のさらに追加でいただいた分につきまして載せてございま

す。 

 右下のページ、2ページになりますが、今回でも、一番上に長良川の遊水地等の整備につ

いての御意見等があります。特にこれらの中で、長良川の遊水地が規模としても非常に大

きな規模であり、今回の整備計画の中でも重要な施策でございます。これについての意見

がまだいろいろ交わされている状況がございますので、それらの意見の提出状況、あるい

は我々のそれへの対応状況、また、今後の進め方等につきまして、御紹介をさせていただ

きたいと思います。 

 それにつきまして、資料 4を用いて、あと、画面を用いて御説明させていただきます。 
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 すみません、最初のページだけ資料 4－4に入ってございませんが、若干思い出していた

だく意味でつけさせていただきました。今画面をごらんいただきますと、左側に、ちょう

ど左下が、岐阜の市街地が左下の切れたあたりにございますが、それから上流部、現在は

県が管理しております長良川の沿川におきまして、特にこの塗りつぶしてございますのが、

平成 16年 10月の台風 23号で大規模な浸水が発生してございます。そのときに、右上にご

ざいますが、見にくくて恐縮です、岐阜市街地の長良川におきましても、一部で計画高水

位を超える洪水が流れてございます。ただ、岐阜市街地部では特に大きな被害ございませ

んでした。 

 この状況のおさらいになりますが、本年 4 月の委員会におけます現地視察の中で、関市

の小瀬という地区に皆様足を運んでいただいて、現地をごらんいただきました。また、長

良川の沿川に農地が広がり、また、一部堤防が締め切られてないような地区があるところ

でございますが、こういう地区が、まさにこの 16年では大きな浸水が発生したということ

がございます。 

 結果的に申し上げますと、実はこういう地区の浸水によって、岐阜市内の大きな浸水被

害が免れたという評価ができると、こういうような構図が長良川にはございます。 

 そういった中で、現地をごらんいただいたときにも、右下の写真でいくと、一番写真の

上の方になりますけれども、東海環状自動車道の工事の槌音が響き渡ってございました。 

 当地域におきましては、御案内のとおり、東海北陸自動車道の西側部分にあたる東海環

状自動車道、通称、西回りと言っておりますが、この整備が現在これから本格化しようと

いう時期を迎えてございます。ちょうど東海環状自動車道との交点のあたりが、今申し上

げた浸水をした長良川沿川の地域でございますが、まさに今後、この東海環状自動車道の

整備と歩調を合わせる形で、地域のいろいろな開発の動きが出てきているといったような

地域でございます。 

 そういった中で、我々、今後の治水対策の中で、これから御説明させていただきます遊

水地の計画検討を進めてまいっているところでございます。 

 資料の方は、恐縮でございますが、一番最初の 1ページの資料と同じものでございます。 

 本日、策定手続が終了いたしました河川整備基本方針の中では、長良川の治水対策にお

きまして、100年に 1度の洪水を対象にした安全度を確保するという観点で取り組みを進め

ると。その中で、流域内の洪水調節施設により 600m3/s を調節するという記述がございま

す。これにつきましては、長良川上流の県で今整備しておりますダムで、内数として 200m3/s
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を予定されております。これから申し上げる遊水地において 400m3/s の洪水調整を行うと

いう計画が基本方針で盛り込まれている内容でございます。 

 それでは右側の方、整備計画の現在の整理状況を載せてございますが、まず治水におけ

る課題ということで、右上になりますけれども、特に先ほど申し上げました道路整備等の

インパクトが発生する中で、本来指定区間の霞堤部等において有していた遊水機能による

洪水調節機能、これを将来的にも確保するための早急かつ計画的な対処が急がれるという

現状認識を述べさせていただいております。 

 そのような状況を踏まえて、その下の欄になりますけれども、具体の治水対策の中で、

遊水地等の整備によりまして、整備計画では、対象としております戦後最大規模の洪水に

対して約 200m3/s の流量低減を見込む遊水地等を整備するということで、ここでの遊水地

整備の位置づけを載せさせていただいているところでございます。 

 そういった中で、先ほど来の行政からの御意見あるいはふれあい懇談会での市民の皆様

からの御意見をちょうだいいたしております。特に行政からの意見の中では、遊水地の具

体的な計画をどうするのか、あるいは規模をどうするのかといった点がまだ明確になって

おらない。さらには、整備の順序をどうするのかといったことまで明らかにする必要があ

るのではないかということが意見として出されてございます。 

 また、ふれあい懇談会の市民からの意見の中では、特にここの地域、先ほど申し上げた

ような地域が水害の常襲地帯であることから、逆に市民の立場からすると、地域の治水対

策を横に置かれて、遊水地化だけが先行するといったことに対する不満的な声、あるいは

不安的な声があるということはございます。また、具体の遊水地計画を早く地域に示して

いただいて、地域のいろいろな行為に反映できるようにしたらどうかといったような御意

見もございました。 

 このうち、特に我々として、考え方の合意を行政間でもしなければいけないと考えてお

りますのは、特に計画の具体化をする、あるいは整備の順序をどうするかといった点の議

論についてでございます。 

 遊水地の整備につきましては、通常の遊水地の我々の事業事例を勘案いたしましても、

10年あるいは 20年、さらにはそれを超えるような長期の期間を要するプロジェクトとなり

ます。そういった意味では、先ほど申し上げたようないろいろな開発インパクトが高まっ

ている地域で、当面何ら動きをしないということは、非常に従来から長良川では大規模ダ

ムの適地がない、あるいは河道の回復が困難だということで、安全度の向上策が非常に限
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られているといった中で、この遊水機能という安全度確保の手段を、場合によると、未来

にわたって、我々失ってしまう可能性があるのではないかということで、できるだけ早目

に、この動きというのは地域と一緒になって盛り上げていきたい、対応していきたいとい

うふうに考えております。 

 そういった意味で、今の時点では、あくまでこれからの 30 年の計画ではございますが、

現時点で規定できる内容ということで整理を進めさせていただきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 結果として、今回このプロジェクトが整備計画に位置づけができますれば、遊水地と、

これに合わせた地域の治水対策、それらの検討をより具体に進めさせていただくというこ

とが可能となると考えております。 

 そういった中で、地域あるいは行政間のさらに掘り下げた検討なり調整を進めていくと

いう考えでございます。 

 そういった意味で、整備計画の今の検討案の中では、必要とする機能ということで、先

ほど申し上げました 200m3/s の洪水調節機能を明示させていただきまして、今後の検討の

中で事業の具体化を進め、必要に応じて、今後の話ではございますが、整備計画の既定内

容のさらに具体化といった観点からの見直しを行うことも必要となるのかなと、このよう

に考えている次第でございます。 

 それでは、現時点で遊水地等の整備につきまして、どのような考えで望んでいるのかと

いうところを、少し追加で説明させていただきます。 

 左側に検討対象範囲というのを示してございます。これは先ほど申し上げました岐阜市

街地よりも上流の部分から、表示してございます 3 市にわたる長良川の沿川地域、まさに

平成 16年ではかなり浸水が発生した地域でございますが、これらの地域において、200m3/s

の洪水調節を行う遊水地の整備を検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

 これらの中で、それでは具体にどういう形で治水対策を進めるのかということでござい

ますが、整備計画の中では、実は右上のようなコンセプトを載せてございます。 

 地域の振興に資するようといった観点、あるいは関係機関との調整、協議といった観点、

さらに、当該地域の浸水対策も検討といった観点、そういったことを踏まえて、より詳細

な事項については今後の検討で決定していこうと述べてございますが、こういった中で、

大規模なこういうプロジェクトについての手順をどう考えていくのかということでの我々

の考えている整備パターンでございます。 



 

 46

 上から、県で現在進めております 200m3/s カット機能のダム、さらに、地域が持ってい

る遊水機能で、今現在でも、実は大きな洪水が出ますと 200m3/s 程度の、結果としての遊

水機能の効果がこの地域にはございます。それを組み込んでいくという観点。さらに、下

流河道の拡幅をするといった取り組み。これらで戦後最大規模の洪水への対応を 30年後に

は完結させるという考え方でございます。 

 その中で、遊水地の整備にかかわる点でございますが、先ほど申し上げましたように、

今現在でもあふれますと、この地域では約 200m3/s 程度の、結果としての遊水効果、洪水

地調節の効果が下流に果たされます。この機能につきましては、遊水地の整備を行うまで

の間に損なってしまいますと、下流で安全度向上の対策を幾ら講じても、この部分でまた

それが打ち消されてしまうということで、当面の間、これを保全しながら、今の遊水地の

整備の取り組みというものの熟度を高めていこうというように考えます。 

 その中で、地域からも、実は先ほど来の話の中でも、開発の動きあるいは地域の皆様の

安全度を向上をしてほしいといった動きということで、堤防の締め切りを求める声という

のがかなりございます。それを締め切ってしまいますと、今まで持っておった遊水機能が

失われていくことにつながるわけでございまして、その堤防の締め切りという行為と遊水

地の整備という行為、これをうまくバランスを持って進めていくことによって、当該地域

の持っている遊水機能を将来にわたって確保していくといったような今後の時間軸に沿っ

た流れをあわせて対応していきたいと考えているところでございます。 

 なお、この遊水地の整備におきましては、可能な範囲で今の地形が持つ遊水機能を残し

ていくという取り組みは当然でございますが、まだまだ安全度の低い、なかなか安全度向

上策、手段が少ない当該長良川におきましては、努力の方向としては今後とも進めていき

たいというふうに考えておりますことと、もう 1 つは、基本方針で 400m3/s の洪水調節を

遊水地で期待していきたいと考えております。 

 そういった意味では、できるだけ現在の地形を生かしながら、将来、場合によっては、

その地形の中でさらに地形を改変することによって、水をためる量をさらに確保できるよ

うな可能性を残すといった観点の取り組みもあわせてしていきたいと考えているところで

ございます。 

 最後に触れた点の取り組みの関連でございます。最後のページをお願いしたいと思いま

す。 

 遊水地の整備におきましては、大きく 2 つの方式があるのかなと考えています。現状の
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河川で堤防がない低いところから水があふれている。それを、真ん中のところでいきます

と、周囲を堤防で囲って、池と宅地の部分を分離していく。まさに農地の部分は、ある頻

度では水につかる、宅地は安全に守られるといったような遊水地化ということをしていき

たい。そのときに、遊水地においては、川と池になる部分、あるときに水が入る部分との

間に越流堤という若干低い堤防をつくります。この高さを調節することによって、農地の

部分でも従来よりは安全性が高まる。しかし、大きな洪水が出たときには、下流に影響が

ないように水をためることが可能になる。こういう方式を 1 つの方式として考えていきた

いと思います。 

 もう 1 つの方式としては、なかなか用地が、土地の面積が確保できない場合には、今の

池の中をさらに掘り下げることによって、面積は小規模になりますけれども、同様な洪水

のためる機能を確保していくといった方式も考えられようかと思っています。 

 どちらにしましても、今後の地域の土地利用のあり方を検討する地域の動きとあわせて、

我々の対策も連携して進めさせていただきたい。このような形で引き続き地域との取り組

みを進めさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○辻本委員長 ありがとうございました。 

 整備計画の骨子とか案について、この流域委員会で議論する中で、大規模事業について

は本日まで議論してきたわけですけれども、その他については目標、あるいはそれへのア

プローチ、それぞれ骨子として、この委員会で了解いただいたり、今の件についても了解

いただいたり、あるいは本文を直していただいたりしてきました。一方、住民の意見を聞

かれる機会、あるいは行政の意見を聞かれる機会を設けられてやってこられました。多く

の住民の意見に対してそれぞれ事務所が責任を持って対応するという最初からの取り決め

で、1 つ 1 つ答えられてきたし、あるいは資料－4－1 にある程度統一的に答えられるもの

については、こういう冊子でまとまった考え方を説明されてきました。 

 その中でも、本日議論した問題については、地域あるいは考え方によって意見に差があ

るところの調整が必要なところもありました。特に、その中で問題となってきたのが、遊

水地というのは我々も最初に見せていただいて、いろんな考え方があるというところでし

た。地域住民にとっては、今すぐにでも堤防を締め切って守ってほしいし、それを直接訴

えかけられる地方公共団体としては、そういう側面をサポートしたいしという話が多分あ

るでしょう。基本方針で治水レベルをある程度想定して、下流のことも考えて、その他の



 

 48

もろもろの事情、岐阜市内の長良川の河道状況、その他上流のダムの適地、その辺を考え

た中での案というものはなかなか厳しいものがあって、こういうところで問題点が起こっ

てきました。 

 もう一方、先ほどもこの地域の将来的な発展という中で、東海環状ができると、この流

域のところでかなり大きな地域の都市的利用、あるいは工場的利用、経済的利用といいま

すか、そういうものが進みそうだという状況も見えてきた中で、いわゆる遊水地計画を本

当に位置づけていく必要が出てきた。その中で対立も見えている。これについて本日、事

務局の考え方を説明いただきました。 

 このことについて、流域委員会委員の考え方を三宅委員からお願いします。 

○三宅委員 遊水地が整備されるということを具体的に示していただいて大変私はうれし

く思います。というのは、たしか第 1 回のときに、私はポルダーというつもりで間違えて

ダムと言ってしまったんです。本当はこの遊水地のことだったのですけれども、そういう

のをつくらなきゃいけないのではないかという意見を出しますと、ダムと言ったものだか

ら総スカンを食ってしまったのですが、覚えていらっしゃると思います。私は、このこと

が言いたかったのです。 

 それで、歴史を振り返ってみましても、先人の知恵はこの遊水地を非常に重要視してき

ているわけです。民間の言葉で言いますと、「洪水にちょっとお休みいただいて」という言

葉を使っています。つまり、遊水地でちょっとお休みいただくと、そういう先人の知恵が

ある。それだけの効果があるということで、下流の人たちは大分助かるのではないかとい

うことで、このポルダー、つまり遊水地をつくってほしいということで、これは 30年後に

はこうなっているのではなしに、地元の方との交渉が大変でしょうけれども、なるべくつ

くるように努力していただきたいと今思いながら、私は、喜んでこの案を聞いておりまし

た。 

○重網委員 この前、中尊寺の近くの北上川の有名な遊水地（岩手県）を見てきました。

それとは直接関係ありませんけれども、最上流に内ケ谷ダムの予定地がありますが、そこ

も行きました。先ほど三宅委員がおっしゃったように、ここは非常に遊水地としてつくり

方が難しいが、非常に期待されるところです。 

 その 1 つは、東海環状道路がすぐ近くを通りまして、関市は東海環状と東海北陸の結節

点になっているわけです。将来ここはかなり工業が集積いたしますから、私の考えは皆さ

ん方と違うかもわかりませんが、この周りは全部工業団地になってしまうと思います。今
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日も審議されている徳山の導水路、この導水路からそんなに遠くないのです。その水の使

い方とか、いろんな意味でおもしろいというと語弊がありますけれども、将来性があると

ころではないかと思います。 

 ここの長良川はまた直轄ではないですね。今は岐阜県がやっていると思いますけれども、

その関係は一体どうなるのか、ちょっとお答え願います。 

○辻本委員長 考えられているところを事務局から。 

○事務局（高野） まず、地域との関係をどうするか、実は自治体の市長さん等とお話し

させていただきますと、東海環状に対する期待というのはものすごく強くて、これを契機

に地域としてもいろんな動きをしなきゃいけないということで、我々のこういうプロジェ

クトを考えているのであれば、地域開発とうまく調和できる、地域開発にも逆に言えばメ

リットがあることであるのか。私は例えを申し上げたのは、我々は池ですから、若干の土

を動かします。その土をいろんな造成工事等に役立てるという連係プレーが幾つかありま

すからということも含めて、これからいろいろ御相談しましょうという議論がございまし

た。どちらにしても、そういう視点で我々は取り組んでいきたいと思います。 

 もう 1 つ、管理区間との関係でございますが、御案内のとおり、これは県の管理区間で

ございます。事業主体、管理区間をどうするかという議論は、費用負担の割合の変化等も

ございますし、体制の問題もございますので、これについては、どちらにしても水系、1つ

の川の流れとして、県と一緒に今も河川の管理整備に対応しております。今後とも連携し

ながら今の枠組みをすぐにどうするかというところまでは、事業の具体化と連携する話か

と思いますが、あわせてその議論をしていきたいと思っております。 

○辻本委員長 事業が動き出すと、後半の問題は多分非常に重要な問題になってくると思

います。 

 前半の問題は、地域振興と一緒の事業としてやっていく。前回、大野委員でしたか、昔

は工場を建てたり、地域開発したら、治水と利水はついて回ってくると、必ず後始末して

くれる、水は配ってくれるし、治水で助けてくれるのだけれども、もはやそういう時代で

はないということは、経済活動をされている方も認識されてきた。そうすると、今がチャ

ンスで、そういう地域発展と水資源の問題と治水の問題をリンクする格好の舞台になると

いうことで、今皆さんの意見を聞いていると、積極的にそういう方向で進めていただきた

いというのが、多分流域委員会の今意見が出た中では、そういう形だと思います。大野委

員の意見も紹介してそう言ったのですけれども、ほかに何か、それと相反する考え方もあ
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るでしょうし、いかがでしょうか。 

 それで、地域の中では現実に利害にかかわっているので、あるいはこれまでのやり方か

らすると、当然道路ができて発展してということに期待されている中で規制をかけること

には反対の方もおられるだろう、そこをどうやりとりしながらということがキーになるで

しょう。 

 多くの住民からの意見に対して事務所は丁寧に個別に回答されて、それを受け入れる形

でやってこられておりますけれども、ここは見事に対立しているところです。整備計画上

は今の方向で地域開発にもつながるような、地域発展にもつながるような工夫をしながら

遊水地という、その辺事務所の考え方も同じようですので、流域委員会としては、その方

向をしっかり整備計画に書いていただいて、対立が残っている点だけれども、しっかりそ

の方向で進めていただきたい。 

○藤田委員 行政からの意見ということで、200m3/sではなく、できるだけ小さくしてほし

いというのは、基本的に遊水地はダムと違って湛水深が非常に小さいと、同じ流量をカッ

トするためには広大な面積が要るから、少しでもこの流量を減らしてもらえると、その面

積が助かると。あるところは今まで堤防で締めたらいけないとある意味言われていて、使

えない土地の状態であった場所です。その当時だと先ほど出たように、道路に代表される

ような基盤整備もされていなかったので、そういうことがあるのですけれども、こういう

ふうになってくると、広大な平地の使いやすい土地が、そういった開発に使えないという

のは、地域にとっては非常にマイナス面でもありますし、その効果が効くのは明らかに下

流側になってくるというあたり、我々としては、それをしっかり認識した上で結論を出し

ていくのが大事ではないかと思います。 

○辻本委員長 その結論というのは。 

○藤田委員 その位置づけをどうしていくかということですね。 

○辻本委員長 だから、治水効果としては下流に大きな効果を与える。それから、そこの

河川整備の仕方としては、地域振興につながるような方策を考えながら、地域の合意を得

ながらやるという方向性。 

○藤田委員 そうですね。平地は今まで使えなかったのですけれども、堤防をちゃんと締

めてもらったら使える土地にもなる場所でもあるわけです。ですから、それは全体的なこ

とを考えると、なかなかある意味許されないことになってくる部分もあるわけです。 

 それと、先ほどの浸水図で見られたように、このあたりはどちらかというと、谷底、平
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地的な状態になっている、あるいは段丘的な状態になっていて、16 年のときは浸水位が高

かったので、段丘の上のあたりでも結構浸水しているようなところがあって、そういった

ところに、どこで、どうやったら一番効かすことができるのかという、現実に床上浸水対

策事業もやられていますし、だけど、ポケットとしては、先ほども言ったように、遊水地

はかなり広い面積が必要であるということになったときに、実際具体的に計画を立てると、

非常に難しい面は否めないのではないかということです。 

 一方で、ダムだとほうっておいても水が集まってくれるので、ある意味コントロールが

非常にしやすいのですけれども、遊水地という言葉は非常に言葉として、先ほど三宅委員

がおっしゃったように、非常に優しいイメージがありますが、実際に効果的に生かそうと

すると、水理的にもかなり難しいところもあるということもあって、実際に位置づけて本

当に担保できる効果を出せるかというところが、書く以上は詰めていっていただかないと

いけないところだと思います。 

○辻本委員長 そういうアドバイスをもらいながら、例えば、代替案が別のダムをつくる

とか、河道の問題でというところが全部ある程度はふさがってきた中での遊水地案ですの

で、この遊水地案がうまく機能しないといけないということは、ほかの案よりもそういう

意味では厳しいわけです。ほかに選択肢がない中で、この遊水地で何とかしないといけな

い。これだけの面積の中で何とかしないといけない、それをうまく成功させるかどうかは、

1つは水理的な効果の問題をどうクリアするかと、もう 1つは地域の了解というか、地域の

振興とどう複合させるかということだということで、これはポジティブに整備計画の方で

書いていただくということで、皆さんよろしいでしょうか。 

 そういうことで、住民の意見あるいは地方公共団体、行政組織との意見聴取については、

事務所の方の役割であったわけですけれども、対立の出たところについては、流域委員会

からも意見を述べるべきだということで、努力されたそれぞれの対応、あるいは統一され

た回答というのは非常に敬意を表しますということともに、対立点については、流域委員

会としては、こう判断するということを今日は議論いたしました。 

 時間がほとんどないのですけれども、本文については、どんなふうにしましょうか。あ

と本文についての話が残っています。 

○事務局（山口） 若干会場は延長できますので、ちょっとお時間をいただきたいと思い

ます。 

 本文につきましては、前回から随時見直し、見直しをしてきているものですから、主に
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各委員の先生方からの意見を踏まえた上で、こういうふうに表現していますという点を絞

って簡単に御紹介させていただけたらと思います。 

○辻本委員長 そうですね。予定によると、原案が次回の流域委員会に提示されて、その

原案に対する意見を述べる。それまでの修正ですけれども、原案の間までにどうしても流

域委員会の見識として修正しておきたいということで今まで意見をもらっていました。本

日もそれの時間をとりたいと思ったのですけれども、わずかな時間ですが、前回以降直っ

た意見とかで変わっている点を踏まえて少し説明していただいて、もし時間があれば意見

をいただいて、意見があっても時間がなければ、書面等でいただくという形で原案に反映

させていただくということにしましょう。 

 何度も言いますけれども、意見を述べていただいて、それを事務局が判断していただい

て原案としてまとめていただく。原案としてまとまったものを次回もう 1 回議論するとい

うことで、本日これこれの意見をまとめて、ここを修正してくださいということはやりま

せんので、本日終わった後も意見としては事務局の方に提出していただいて、次回の原案

の仕上がりを待つという形になります。 

 では、説明をお願いします。 

○事務局（鈴木） それでは、第 8 回からの各委員の皆様からの御意見を踏まえまして修

正した箇所だけを説明させていただきます。お手元に前回の御意見に対する考え方という

ことで配付させていただいておりますけれども、ざっとページを追って説明させていただ

きます。2冊原案があると思いますけれども、見え消し修正版の方でお願いします。 

○辻本委員長 下に赤の文字が入っているものですね。 

○事務局（鈴木） まず、流域の河川の概要の項目立てを工夫してほしいということで、

藤田委員と岡山委員から出まして、そこにつきましては、目次の第 1 章第 1 節で流域の河

川の概要と取り組みの沿革ということで、タイトルの追加をさせていただいております。

それと同様に 1－1でタイトルに取り組みの沿革というものを追加させていただいておりま

す。 

 続きまして重網委員から、今後、この地域はどのように推移していくのかが不十分であ

るということで、1－2ページの中段に「将来推計人口云々」ということで、「愛知県におい

ては概ね横ばい傾向と予測されている」というあたりの記述を追加させていただいており

ます。 

 それから辻本委員長から、木曽川水系は流域を越えて水利用されており、渇水の影響が
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大きいと考えられるということで、1－22ページの第 2項河川水の適正な利用及び流水の正

常な機能に関する現状と課題、こちらに記述しているということでお願いしたいと思いま

す。 

 それから岡山委員から、流木、伐開木と草木類はバイオなごみでありということで、も

う少し踏み込んだ計画になるように希望するということがございまして、1－27ページと 3

－35 ページに記述しております。1－27 ページには、上段部分で「なお、刈り取られた草

等については、さらなる有効活用が求められている」ということを記述追加しております。

3－35ページには、中段のあたりに「また、環境負荷低減の観点から、さらなる環境負荷の

低減に努めていく」ということで記述を追加させていただいております。 

 それから寄藤委員から、新しい課題において、ニューオーリンズの災害を例に示してい

るけれども、記載しなくてもよいのではないかということで、こちらは記載を削除させて

いただきました。 

 辻本委員長から、新しい課題の項目に温暖化などの地球規模環境変化に関する事項を日

本学術会議の答申から引用してはどうかということで、1－29ページの上段に「治水面では、

日本学術会議の答申」ということで、記述を追加させていただいております。 

 続きまして岡山委員から、治水、利水では、数値目標で整理されているが、環境にはそ

れがないので、数値目標の記載を検討してほしいという御意見がございまして、河川環境

の数値目標を掲げるのは困難と考えておりますけれども、1－29ページの後段に記述させて

いただいております。 

 辻本委員長から、異常渇水については地域特性上、特殊な流域であるために対応するこ

とが必要であるという書き込みが必要ということで、2－1 ページの中段に「治水面・利水

面」から 13行目あたりの「危機管理対策を講じていく設定をする」ということで記述をさ

せていただいております。 

 寺本委員から、渇水対策については中部圏の重要性、脆弱性から全国に先駆けて異常渇

水対策が必要であるという位置づけが必要という御意見をいただきまして、2－1 ページで

設定をさせていただいております。 

 また辻本委員長から、渇水時も良好な環境を維持するための最低限の流量を確保する目

的からも必要であるということで、こちらつきましては変更、修正はないのですけれども、

2－8 ページの上段の河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標に記載

をさせていると考えております。 
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 同様に辻本委員長から、リスク管理におきまして輪中堤、二線堤を河川管理施設とする

ことを含めという長良川の対応が削除をされているが、再度確認してほしいということで、

3－21ページの被害を最小化するための取り組みということで、上段の 5行目あたりに「特

に、長良川については」から 8 行目の「関係機関と調整しつつ保全を図る」ということで

記述させていただいております。 

 続きまして岡山委員から、維持管理については、治水、利水、環境と多岐にわたるとい

うことから、記述についてはもっとわかりやすく整理してほしいということで、3－35ペー

ジの上段 3行目から、ちょっと長いのですけれども、「という目的に応じた管理」というこ

とから記述をさせていただいております。 

 岡山委員から、徳山ダムの発電や流木などの川の資源をエネルギー化していく観点は重

要であるということで、3－35ページの中段に「また、環境負荷低減の観点から、伐開樹木、

流木」ということから「さらなる環境負荷の低減に努めていく」ということで記述を追加

させていただいております。 

 続きまして藤田委員から、考え方や地域性という観点から特徴をあらわすネーデルラン

ドという言葉は考え方の説明を追加していただきたいということで、3－45ページの上段に

ございますけれども、ネーデルランド協議会の組織構成等の記述を追加させていただいて

おります。 

 各委員の皆様からの意見につきましての反映は以上でございますけれども、事務局サイ

ドとして、若干修正というか追加をさせていただきまして、まず、目次に戻っていただい

て申しわけないのですが、目次のⅳページに附図という項目がありますが、こちらに附図

としまして治水、環境、維持管理ということであります。その後に水系図がついていませ

んでしたので、木曽川水系図という項目をつけさせていただいております。それにつきま

しては、この原案の一番最後に、木曽川水系図というものがございまして、こちらでは導

水路のルートとか、先ほど説明がございました遊水地のゾーン、それから機構も含めまし

たダム施設等、あるいは直轄管理区間の明示をしております。そういった水系図をつけさ

せていただいております。 

 先ほどの導水路の議論の中でフォローアップ体制を書き込む必要があるのではないかと

いう御意見がございましたけれども、そちらにつきましては、3－1 ページの河川整備の実

施に関する事項に記述していると理解しております。そちらの方でよろしくお願いしたい

と思います。 
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 それから、3－22ページから 23ページにかけて、第 2項の 1河川水の適正な利用の（1）

の既存施設の有効利用及び関係機関と連携した水利用の合理化と、次の 3－23 ページの下

の（2）水利用の合理化とありますけれども、同じ言葉を使っております。これは目的が異

なるために、別々に記載しております。そういったことからそれぞれの目的を明示したと

いうことでございます。 

 次の 3－24 ページの上段に、導水路による緊急時の補給は、計画上一部は長良川を経由

して木曽川に導水することにしておりますけれども、根尾川や長良川下流部への補給の要

望もあることから、状況に応じた対応ができるように明記をしております。 

 3－32 ページ下段の 4 水質の改善、（1）支川の対策でございますけれども、桑原川や境

川等具体の支川名を明記していますが、浄化対象支川を限定しているわけではございませ

んので、他の支川などで汚濁負荷量の大きいものにつきましては、積極的に対応していき

たいと考えておりますので、こちらも本文の方に反映していきたいと考えております。 

 それから、3－46ページでございますけれども、先ほど導水路の方で議論があって説明し

たと思いますが、そのあたりの記述を少し追加したいと考えておりまして、どういう言葉

かといいますと、新規の利水の導水については、基本的に地方に導水することになるけれ

ども、導水先の河川環境に悪影響を及ぼすことが想定される場合にまで導水する必要はな

く、そのような場合には、導水を中断する旨のことを明記したいと考えております。 

 以上でございます。 

○辻本委員長 どうもありがとうございました。 

○重網委員 一般の人が読むと、こんな難しい見出しでは読まないですよ。本文はいいん

だけれども、見出しはもっと易しく、漢字の羅列ばかりで、拠点だとか整備だとかそんな

言葉ばかり出てくると、一般の人は読みづらいですよ。時間がないだろうけど、もっと早

く言わなくちゃいけなかったと思うのだけれども、難しい言葉が多過ぎるのですよ。 

○事務局（細見） 行政計画ですので、どうしてもそういった形になってしまいますので、

一般の方には、わかりやすい形で別途資料をつくりまして、そして、一生懸命 PRして御意

見を伺うという形にしていきます。 

○重網委員 新しいのが出ればいいのですけれども、このままだと読んでもわからないで

すよ。読む気がしないもの。 

○辻本委員長 最後には出るのだけれども、説明していく中でどういうふうにしますか。

しようがないかな。説明の中でということかな。 
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○事務局（細見） 本文はいずれにしてもこういった形にならざるを得ないのですが、普

通、意見を伺っていくときに、簡単なパンフレット的な形のわかっていただけるような形

の小冊子みたいなものを別途用意して、そして御意見を出やすい形で工夫していきたいと

考えています。 

○辻本委員長 原案が固まって、その後、いろいろ御意見を伺う中では、原案のわかりや

すい版をつくるということですね。整備計画ができれば、整備計画の普及版も当然つくる

ということだそうです。 

○事務局（鈴木） 事務局ですけれども、1点修正をよろしいでしょうか。先ほど岡山委員

の数値目標に関する御意見がございまして、1－29ページという話をしてしまったのですけ

れども、それを修正します。その前の 1－25ページから 26ページにかけまして、それぞれ

水質基準と数値として記述をさせていただいているということで修正をさせていただきま

す。申しわけございませんでした。 

○辻本委員長 関連してよろしいでしょうか。よろしいですか。 

 私、前説明を受けておもしろいところがあったので、3－23ページに水利用の合理化とい

うのがありますが、この水利用の合理化は、大抵のところでは、農業用水が歴史的に水を

先取りしていて受益面積とかが変わっている中で合理化をしますという記述だったのです

けれども、その中に「取水制限流量による制約がない既得用水」という形で、都市用水も

一部入れて給水人口とか工場等々のものも含めて書きました。木曽川水系においては、名

古屋市のことだというふうなことでもあります。そういう農業用水だけの問題ではなくて、

この木曽川流域では、いろんなところで先取りの話とか、あるいは地域の利害の合わない

ところとか、先ほどの遊水地の話も上下流問題とかさまざまな問題があります。木曽川水

系では、下流の人と上流の人との行き来はちゃんとありますかと言ったときの上流も下流

から見たときに、木曽川に沿って東の方まで行く上流もあれば、揖斐川に沿って西の方へ

上がっていくルートもあって、なかなか単純に上下流問題とも言えない難しさがあります。 

 それで、小尻委員から、全般の整備計画に対してこの流域の目指すところ、流域として

どんなものが望ましいとしてこの整備計画を描いたのかという質問がございました。ある

流域では、流域は運命共同体だとか、それを認識しやすい流域があります。小さな流域だ

と、流域の仲間は皆仲間なんだという形で我慢し合いながら、その流域の整備計画を書い

ているところもあります。いろんな合意をとりながら苦労されて、場合によっては地域か

らつくられた河川整備計画もありますけれども、いろいろふれあい懇談会、あるいは意見
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書もいただいたし、それから、流域委員会の中でもいろいろ意見の異なるところもありま

した。それぞれの関係者ということになりますと、それぞれの意見を述べられています。

これから合意を得て、本来、将来の姿としては、この流域のあるべき姿というものを描く

べきですけれども、なかなかそういうものが一朝一夕にでき上がらない流域だという気が

いたしました。 

 数回前、河川部長がおっしゃったように、「互恵互利」というものをこの流域では、昔か

らやってきたんだとは言いながら、必ずしも流域合意でやってきたわけでもないし、何ら

かの力が働いてやってきたところもあるでしょう。名古屋に城があったから強引に「互恵

互利」が果たされたところもあったんだけれども、歴史的に見て、まあまあ公平性が確保

されるような状況になって皆さんが栄えてきたんだというふうなことを意味しているのか

と思いました。 

 流域委員会の性格としては重みがあるのですけれども、我々、ふれあい懇談会とかの意

見も見せてもらって、意見の合わないところは、先ほどの遊水地の問題もそうでしたが、

ある程度トップダウンに流域全体にできるだけ「恵」が行くように、あるいは「利」が行

くようにということを考えてつくられるような流域だったのかという気がします。確かに

流域全体で望ましい姿というものが、ボトムアップではなかなか見えなかった流域だけれ

ども、皆さんと議論していって原案の段階で、どちらかといえば、若干押しつけがましい

ところもあるかもしれないけれども、歴史的にそういうふうなものでうまくやれてきた流

域なんじゃないかということで、どうも納得して議論してきたようなところもあったかも

しれません。 

 そういう形で次回原案がまとめられます。もちろん、ここで皆さん方は宗旨替えしても

らって、また原案のところで問題点があればおっしゃっていただいて結構ですけれども、

こういう形で原案というものに突き進んでいただくということで次回を待ちたい。本日の

議論はこの辺で。 

○岡山委員 次回までに多分文言が直ると思うので、気になったのが 3－7 ページですが、

②に遊水地等の整備というコーナーがあります。まさしく今御説明いただいたことがここ

にあるのだと思うのですが、恐らくは県の管轄区間であることで、その予定地の位置すら

これから検討になっているのです。しかし、予定地は春に見学させていただいたところで

すね。それ以外のところで、逆に新規で確保となると多分難しいと思います。ふれあい懇

談会でも出た意見の一番最後のものも、本当にそのとおりだと思うのですが、むしろここ
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はまだ予定地と決まったわけでもありませんと言って逃げているよりも、予定があります

と明記しておいて、ただし書きで「ただし、県の管轄なので今後は県及び住民との対話に

よって計画」というようなことにして、でも、予定地というのは、むしろ国はこうしたい

のだということを明記された方が後々のためにはいいのではないかというのが 1点だけ。 

 一番最後に地図があって、そこに実は「予定地」と書いてあるのですから、それも連動

させた方がいいと思います。 

○辻本委員長 ありがとうございます。 

 遊水地のところは、本日の意見交換を含めて踏み込んで、先ほど言いました地域振興と

か、あるいは地域と議論しながらとか、背景的なことも含めて少し書き込んでいただくと

いうことになるのでしょう。今日議論していただいたということは、多分 3－7ページの書

き方も少し変わってくるというふうなことだと思います。変わってなければ、原案に対し

て意見を言っていただくという形になるかと思います。 

 なお、次回までの間にいつでも、ぎりぎりでも結構だと思うのですけれども、文言とか

その辺、あるいは先ほど小尻委員からの意見として紹介しましたけれども、もう少し木曽

川水系らしさとか、あるいは木曽川水系から発信するものとか、そういうものの含め方と

いうところでお知恵がありましたら事務局に言っていただいて、原案を期待したいと思い

ます。 

 時間が大分超過したのですけれども、その他がありましたね。 

○事務局（浅野） 今後の予定です。 

○辻本委員長 資料－6、今後の予定をお願いします。 

○事務局（浅野） 今後の予定ですが、資料－6ということです。 

 先生方には、以前から調整させていただいていた 11 月 28 日ということで、今日からで

すと非常に短いのですが、この日にさせていただきたいと思います。 

 先ほどから何度もお話が出たように、原案ということで最初の「ふれあい懇談会」なり、

「木曽川水系識者から勉強する会」というところから始まって 2 年弱やってきたわけです

が、それを一たん整理させていただいて原案という形で次回お示しします。 

 フロー図で見ますと、今までステージⅠ、ステージⅡとやってきて、特に木曽川水系に

ついては、ステージⅢという正式の手続に入る前の段階で幅広くやりたいということでや

ってきたわけです。そういうのを踏まえまして、今回、正式の法定手続に入っていくため

に一たん今までの議論を整理させていただいて原案を出したいということで、次回、原案
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を出してまた議論いただきたいと考えております。 

 原案を出してからの進め方もございますので、次回、その後の話も含めてまた議論して

いただきたいと思います。予定はそのようです。 

○辻本委員長 その他はありますか。 

 この予定ですが、今説明があったように、次回から新たなステージになります。今まで

の議論を総括して原案をつくっていただいて、それを次回示していただきます。最初の予

定どおり 28日にやりたい、急ぎ過ぎではないかという意見もあったのですけれども、ここ

まで来たら皆さんが必死になって考えれば、時間を 1 カ月延ばしたところで散漫になるだ

けで、しようがないから皆さんお忙しい中、この木曽川の整備計画のことを考えていただ

くということで、集中的にやるということにしました。28 日にお願いしますということで

す。 

 原案が出た時点で 1 つのスタート、まずければ、そこから先動かないよということも極

端に言えばあるぐらいの別の話なんだというふうにしてください。ここまで急ぎましたけ

れども、原案が出てからゆっくりやっていただこうが、何しようが結構ですので、またし

っかり流域委員会としてはサポートしてやっていただきたいと思います。 

 ほかはよろしいですね。こういうスケジュールでやらせていただきますので。 

 

4．閉会 

○事務局（浅野） 今日は長時間どうもありがとうございました。 

 事務局の手続ミスもありまして時間が超過しました。大変申しわけありませんでした。

次回、進め方も含めまして原案を出すということで、これまでの総整理をもう 1 回したい

と思います。 

 それでは、第 9 回木曽川水系流域委員会をこれで終わりにしたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

［了］ 


